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北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て

武田

－h
U
 

E
4
E
L
，
 

正

憲

は

じ

め

に

つ
貿
易
統
制
と
権
場

二
、
権
場
貿
易
と
仲
継
貿
易

コ
一
、
権
場
貿
易
に
お
け
る
銀
・
銭
の
流
通

問
、
機
場
貿
易
の
問
題
点

お

わ

り

に

は

じ

め

北
宋
と
遼
と
の
国
際
関
係
は
、
一
時
的
緊
迫
を
醸
成
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
全
般
的
に
み
る
と
永
続
的
平
和
が
保
た
れ
た
。
両
国
の
和
平

の
紐
帯
と
な
っ
た
の
が
権
場
貿
易
と
歳
贈
と
で
あ
っ
た
。
機
場
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
の
秀
れ
た
論
稿
が
あ
り
、
後
学
に
と

っ
て
樽
益
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
遼
・
宋
の
貿
易
に
つ
い
て
、
田
村
実
造
氏
は
そ
の
論
稿
に
お
い
て
、
遼
の
聖
宗
の
南
伐
は
宋
朝
と
の
政

治
的
関
係
を
抜
本
的
に
打
開
し
、
宋
朝
の
一
方
的
意
志
に
よ
っ
て
開
閉
す
る
不
安
定
な
椎
場
貿
易
の
恒
常
化
を
の
ぞ
む
遼
朝
の
経
済
的
欲
求
力

の
発
動
で
あ
り
、
そ
の
結
果
締
結
さ
れ
た
檀
淵
の
盟
約
を
契
機
と
し
て
、
断
続
的
・
消
極
的
な
関
係
か
ら
恒
常
的
・
積
極
的
な
関
係
に
変
わ

り
、
権
場
貿
易
に
対
し
て
遼
朝
が
常
に
積
極
主
導
的
に
出
て
い
る
こ
と
、
宋
朝
の
対
遼
貿
易
の
中
心
と
し
て
雄
州
・
覇
州
・
安
粛
軍
・
広
信
軍

等
河
北
の
四
大
権
場
が
あ
り
、
特
に
雄
州
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
か
っ
た
こ
と
、
両
国
の
貿
易
品
を
列
挙
さ
れ
、
私
販
密
輸
対
策
の
た
め
、
縁
辺

北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）
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北
宋
・
遼
閣
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
一
四

安
撫
使
・
副
使
・
都
監
・
巡
検
等
を
任
命
・
派
遣
し
、
実
刑
を
以
て
臨
ん
だ
が
辺
民
や
好
商
の
密
貿
易
を
防
遁
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
宋
と
の

経
済
的
交
流
が
遼
の
流
通
経
済
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
を
も
た
ら
し
た
こ
と
等
貿
易
全
般
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
た
。
次
に
歳
贈
に
つ
い
て
は
、
日

野
開
三
郎
氏
が
そ
の
諸
論
説
に
お
い
勺
、
契
丹
に
対
す
る
北
宋
の
歳
贈
（
歳
幣
と
そ
の
他
の
贈
与
）
の
推
移
の
こ
と
、
歳
贈
は
北
宋
に
と
っ
て

そ
の
財
政
収
支
・
州
県
の
担
税
カ
・
蓄
積
財
貨
等
に
照
し
て
重
圧
的
な
負
担
で
は
な
か
っ
た
が
、
契
丹
に
と
っ
て
は
頗
る
大
き
な
意
義
を
有
し

て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
銀
・
絹
の
需
給
よ
り
み
る
と
、
蔵
贈
絹
が
北
宋
の
絹
の
需
給
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
の
に
対
し

て
契
丹
の
絹
の
需
給
に
は
頗
る
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
他
方
遼
の
現
銀
供
給
総
額
に
絶
対
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
歳
贈
銀
は
、
北
宋

の
産
銀
歳
額
（
銀
坑
の
課
額
と
各
地
の
土
貢
銀
）
の
大
部
分
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
貿
易
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
、
北
宋
の
銀
の
需
給
を
圧
迫

し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
等
を
究
明
・
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
・
ワ
イ
タ
ト
フ
ォ
グ
ル
鳥
、
島
田
正
郎
防
苧
は
、
遼
朝
の
政
治
・
社
会
・
経
済

等
全
般
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
教
示
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
先
学
の
諸
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
い
ま
だ
十
分
に
論
じ
っ
く
さ
れ
て
い
な
い
次
の
諸
点
を
考
察
す
る
。
即
ち
、
ま
ず
漬
淵
の
盟
約
を
契

機
と
し
て
恒
常
的
・
積
極
的
、
と
な
っ
た
北
宋
と
遼
と
の
権
場
貿
易
は
、
中
国
歴
代
王
朝
が
そ
の
周
辺
諸
国
と
の
聞
で
行
な
っ
た
朝
貢
貿
易
と
は

同
一
で
な
か
っ
た
点
を
俊
別
す
べ
き
こ
と
。
換
言
す
る
と
、
権
場
貿
易
に
は
朝
貢
貿
易
に
み
ら
れ
な
い
交
易
上
の
諸
規
定
が
あ
る
。
こ
の
貿
易

規
定
を
と
お
し
て
朝
貢
貿
易
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
遼
よ
り
北
宋
へ
輸
出
さ
れ
た
銀
・
銭
の
貿
易
品
と
し
て
の
意
味
、
権
場
貿
易

と
仲
継
貿
易
と
の
関
係
、
権
場
貿
易
と
並
行
し
た
密
貿
易
が
取
締
り
強
化
に
拘
わ
ら
ず
盛
行
し
た
問
題
点
、
そ
し
て
貿
易
に
お
け
る
歳
贈
（
銀

・
絹
〉
の
意
味
等
々
の
諸
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
場
貿
易
が
北
宋
と
遼
と
の
永
続
的
和
平
の
紐
帯
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
す

る
。
大
方
の
御
叱
正
を
戴
け
れ
ば
幸
甚
の
至
り
で
あ
る
。

註

（1
）
「
檀
淵
の
盟
約
と
其
の
史
的
意
義
」

叢
第
二
）
等
参
照
。

（
史
林
第
二
O
巻
第
一
・
二
・
四
号
）
及
び
「
遼
・
宋
の
交
通
と
遼
園
内
に
於
け
る
経
済
的
発
達
」

（
満
蒙
史
論



（2
）
「
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
の
推
移
」
（
東
洋
史
学
第
五
輯
〉
、
「
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
と
財
政
」
（
東
洋
史
学
第
六
輯
〉
、

よ
り
み
た
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
」
（
東
洋
学
報
第
三
十
五
巻
第
一
・
二
号
）
等
参
照
。

ハ
3
）
民
国
山
田
件
。
門
司
。
聞
の
乞
回
。
由
。
ω
0
0時
四
許
可
－

E
8
3
参
品
問
。

（4
）
「
遼
代
社
会
史
研
究
」
（
三
和
書
一
房
）
参
照
。

「
銀
絹
の
需
給
上

一
、
貿
易
統
制
と
権
場

北
宋
初
、
太
祖
時
代
（
九
六

O
｜
九
七
五
）
に
お
け
る
対
遼
貿
易
は
、
辺
境
｛
寸
臣
や
商
買
の
自
由
な
交
易
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

宗
時
代
（
九
七
六

l
九
九
七
）
に
至
る
と
貿
易
に
対
す
る
規
制
が
は
じ
ま
り
、
北
宋
の
一
方
的
意
志
で
交
易
が
開
閉
さ
れ
た
。
一

O
O四
年
の

檀
淵
の
盟
約
の
成
立
に
よ
っ
て
権
場
の
開
設
が
安
定
し
、
北
宋
に
よ
る
貿
易
統
制
は
よ
り
強
力
で
恒
久
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
北
宋
と
遼
と
の

権
場
貿
易
に
つ
い
て
、
詳
細
且
つ
総
括
的
な
運
営
規
定
は
、
管
見
の
限
り
で
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
断
片
的
史
料
と
当
時
の
商
業
慣

行
や
税
制
等
と
に
よ
っ
て
考
察
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
貿
易
統
制
が
具
体
化
で
き
る
。

第
一
に
、
両
国
間
の
交
易
は
権
場
の
み
で
お
こ
な
い
、
そ
の
椎
場
を
雄
州
・
覇
州
・
安
粛
軍
・
広
信
軍
・
代
州
等
に
限
定
し
た
。
遼
は
沿
辺

各
地
に
交
易
場
の
開
設
を
要
望
し
た
が
、
北
宋
は
無
制
限
な
交
易
即
ち
自
由
な
交
易
は
沿
辺
民
の
混
乱
を
招
き
、
ま
た
盟
約
遵
守
を
困
難
に
さ

せ
る
と
い
う
理
由
で
交
易
場
を
制
限
し
、
違
犯
者
に
対
し
て
は
厳
罰
を
以
て
臨
ん
だ
。

し
か
し
太

第
二
に
、
中
央
官
の
常
参
官
や
皇
帝
側
近
の
内
侍
等
が
派
遣
さ
れ
て
、
権
場
運
営
の
任
に
当
っ
て
い
た
。
こ
の
権
場
専
任
官
の
中
央
よ
り
の

直
派
は
、
権
場
貿
易
を
完
全
に
国
家
の
掌
握
下
に
お
こ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
権
場
内
外
は
、
密
貿
易
や
間
諜
活
動
等
の
中
心
地
と

な
り
、
そ
の
防
過
を
強
化
・
徹
底
す
る
た
め
、
安
撫
使
・
副
使
・
都
監
・
巡
検
使
等
が
任
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
官
職
は
、
軍
事
・
警
察
等
の

＼
以
下
宋
会
J

権
限
を
附
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
初
め
辺
州
の
軍
兵
を
率
い
て
巡
守
し
て
い
た
。
し
か
し
宋
会
要
輯
稿
（
劃
と
略
す
」
・
食
貨
三
八
・

互
市
・
大
中
祥
符
八
年
八
月
の
条
に

北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
一
五



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
一
六

令
沿
辺
権
場
。
巡
守
軍
健
並
須
用
駐
泊
兵
士
。
不
得
差
本
州
軍
人
。
初
内
殿
崇
班
王
昭
薙
言
。
遂
処
権
場
悉
差
本
州
軍
人
。
其
間
宥
与
北

界
人
戸
親
故
者
。
以
互
市
為
名
。
期
於
権
場
。
恐
亦
非
便
。
請
行
条
約
。
故
有
是
命
。

と
あ
る
よ
う
に
、
沿
辺
州
軍
の
軍
兵
は
遼
の
辺
民
と
親
密
に
な
る
も
の
が
お
り
、
互
市
の
名
目
で
権
場
貿
易
を
み
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

大
中
祥
符
八
年
（
一

O
一
五
）
八
月
以
後
、
駐
泊
禁
軍
を
率
い
て
巡
守
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
権
場
内
外
に
お
け
る
密
貿
易

や
間
諜
活
動
、
そ
の
他
遼
人
と
宋
人
と
の
聞
の
紛
争
取
締
り
等
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
（
し
か
し
後
述
の
知
く
徹
底
で
き
な
か
っ
た
）
。

第
三
に
、
権
場
貿
易
に
お
け
る
取
引
価
格
の
統
制
が
行
な
わ
れ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
（
以
前
詩
編
）
巻
六
一
・
景
徳
二
年
八
月
戊
子
の
条
に

命
河
北
転
運
使
劉
綜
・
提
点
雄
州
権
場
孔
撰
等
。
与
諸
州
軍
長
吏
共
平
権
場
物
価
。
以
和
好
之
始
。
務
立
永
制
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
河
北
転
運
使
劉
綜
・
提
点
雄
州
機
場
孔
恥
同
等
に
命
じ
て
沿
辺
諸
州
軍
の
長
更
と
共
に
権
場
の
物
価
を
均
平
に
さ
せ
、
以
て
交

易
上
の
混
乱
を
防
止
し
、
和
平
関
係
の
永
続
を
計
っ
た
。
こ
の
交
易
上
の
物
価
調
整
は
、
貿
易
に
対
す
る
国
家
統
制
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

第
四
に
、
貿
易
品
目
が
統
制
さ
れ
て
い
る
ω

北
宋
と
遼
と
は
、
各
々
自
国
の
社
会
・
経
済
等
の
混
乱
を
招
来
し
、
箪
事
上
の
弱
点
を
相
手
に

さ
ら
け
出
す
物
品
の
輸
出
入
は
こ
れ
を
厳
禁
し
た
。

第
五
に
、
貿
易
の
主
体
者
が
、
官
自
身
と
商
人
と
に
分
れ
て
い
た
ω

権
易
院
よ
り
運
ば
れ
た
香
薬
・
犀
角
・
象
牙
や
専
売
口
聞
の
茶
等
は
、
官

自
身
に
よ
っ
て
交
易
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
絹
織
物
や
漆
器
・
陶
器
等
は
商
人
に
よ
っ
て
も
交
易
さ
れ
た
。
宋
祁
（
九
九
八
｜
一

O
六
一
）
の

景
文
集
巻
四
四
・
禦
戎
論
篇
七
の
条
に

太
守
問
。
異
時
県
官
歳
与
銀
。
皆
還
入
。
漢
辺
相
貿
易
。
官
得
什
六
。
歳
益
三
四
則
略
足
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
契
丹
に
贈
っ
た
中
国
の
歳
贈
銀
が
貿
易
に
よ
っ
て
中
国
へ
還
流
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

還
流
銀
の
六
割
は
国
家
に
入
り
、
残
り
四
割
は
民
間
に
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
北
宋
へ
の

さ
ら
に
長
編
巻
一
八
二
・
嘉
祐
元
年
閏
三
月
発

卯
の
条
に

詔
。
河
北
縁
辺
。
商
人
多
与
北
客
。
貿
易
禁
物
。
其
令
安
撫
司
。
設
重
賞
。
以
禁
絶
之
。



と
あ
り
、
河
北
沿
辺
に
お
け
る
商
人
の
密
貿
易
は
、
権
場
貿
易
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
六
に
、
交
易
は
遼
の
商
人
（
北
客
・
北
商
）
が
北
宋
の
権
場
へ
来
る
の
を
待
つ
場
合
と
、
北
宋
の
商
人
が
遼
の
権
場
へ
赴
い
て
行
な
う
場

合
と
が
占
め
っ
た
。
当
時
北
宋
の
商
旅
（
客
商
）
に
は
大
商
と
小
商
と
の
区
別
が
あ
り
、
遠
隔
地
聞
の
取
引
に
当
る
商
旅
は
、
海
難
や
掠
奪
等
の

高
い
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
畢
々
隊
商
を
編
成
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
権
場
貿
易
に
お
け
る
商
旅
に
も
大
小
の
区
別
が

あ
り
、
相
互
防
衛
を
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
七
に
、
権
場
に
お
け
る
交
易
に
は
牙
伶
（
矛
人
）
の
仲
介
が
あ
っ
た
。
長
編
巻
二
九
九
・
元
豊
二
年
七
月
甲
戊
の
条
に
、

河
北
縁
辺
安
撫

司
の
言
を
あ
げ
て

其
雄
・
箱
州
・
安
粛
・
広
信
軍
四
権
場
牙
人
。
於
北
客
処
。
鈎
致
辺
情
。
乞
選
挙
通
判
及
監
官
。
考
其
偵
事
虚
実
。

罰
。
従
之
。

如
至
和
元
年
詔
。
賞

と
あ
り
、
権
場
に
お
い
て
牙
人
が
辺
情
を
北
客
に
漏
洩
し
て
お
り
、
ま
た
宋
史
巻
一
八
六
・
食
貨
下
八
・
市
易
の
条
の
元
豊
二
年
の
頃
に

経
制
照
河
路
辺
防
財
用
李
憲
一
言
。
蕃
頁
与
牙
伶
私
市
其
貨
。
皆
由
他
路
避
税
入
秦
州
。
乃
令
秦
照
河
眠
州
通
遠
軍
五
市
易
務
。
募
牙
倫
引

蕃
貨
。
赴
市
易
務
。

と
あ
り
、
西
辺
に
お
け
る
蕃
人
と
漢
人
と
の
交
易
に
も
牙
人
が
活
躍
し
て
い
る
。
当
時
商
業
取
引
に
お
い
て
、
仲
介
業
務
と
取
引
物
貨
の
価
格

評
定
と
に
従
事
し
た
の
が
牙
伶
（
牙
人
）
で
あ
っ
た
。
牙
偉
は
商
業
慣
行
や
取
引
状
況
等
に
通
暁
し
て
お
り
、
売
買
当
事
者
か
ら
仲
介
料
と
し

て
牙
銭
を
徴
収
す
る
権
利
が
公
認
さ
れ
て
い
た
。
相
異
な
る
貨
物
を
交
易
す
る
権
場
貿
易
に
お
い
て
は
、
蕃
・
漢
商
人
間
の
取
引
で
仲
介
と
価

格
評
定
と
に
そ
の
専
門
家
で
あ
る
牙
併
が
絶
対
不
可
欠
で
あ
っ
た
ο

そ
れ
故
に
辺
防
や
密
貿
易
に
お
け
る
牙
伶
の
動
向
が
留
意
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

第
八
に
、
権
場
を
通
過
す
る
商
品
は
、
そ
の
品
目
と
数
量
と
が
検
査
さ
れ
、
商
品
の
価
に
準
じ
て
税
銭
を
納
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
前
条
に
引
用
し
た
経
制
照
河
路
辺
防
財
用
李
憲
の
意
見
に
牙
伶
と
蕃
商
と
が
共
謀
し
て
脱
税
し
て
密
輸
し
て
い
る
と
い
う

北
宋
・
遼
間
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

一
一
七



北
宋
・
遼
間
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
一
八

こ
と
に
よ
っ
て
推
察
で
き
る
。

第
九
に
、
北
宋
の
過
税
制
度
は
一
州
一
一
徴
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
州
内
の
一
税
場
で
過
税
徴
収
済
証
書
で
あ
る
公
引
・
公
拠
を
給
付
さ
れ
る

と
、
そ
の
州
内
の
他
の
税
場
で
は
貨
物
に
対
す
る
通
過
税
を
免
除
さ
れ
た
。
従
っ
て
貿
易
商
は
、
機
場
所
在
の
州
軍
で
貨
物
の
価
に
準
じ
て
過

税
を
納
入
し
、
公
引
を
受
取
っ
て
権
場
へ
出
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
、
九
項
目
に
わ
た
っ
て
考
察
し
て
き
た
北
宋
時
代
の
権
場
貿
易
の
規
定
は
、
の
ち
の
南
宋
と
金
固
と
の
貿
易
に
継
承
さ
れ
、
詳
細
且
つ

総
括
的
規
定
へ
と
発
展
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
北
宋
の
権
場
規
定
は
、
南
宋
の
そ
れ
の
萌
芽
形
態
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
唐
・
五
代
ま
で
の
中
国
四
隣
の
諸
国
・
諸
民
族
は
、
中
国
へ
朝
貢
し
、
貢
献
を
上
ま
わ
る
回
賜
品
を
贈
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
多
大
の
中
国
文
化
品
を
享
受
し
て
い
た
。
こ
の
朝
貢
に
は
互
市
が
附
随
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
が
互
市
に
よ
っ
て
中
国
物
産
を
取
得

す
る
に
は
、
ま
ず
朝
貢
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
朝
貢
貿
易
は
、
宋
代
以
後
に
お
い
て
も
存
続
し
、
活
発
で
あ
っ

た。
遼
朝
と
の
貿
易
に
対
す
る
北
宋
朝
の
態
度
は
、
当
初
、
恩
沢
を
施
す
も
の
と
い
う
朝
貢
形
態
の
延
長
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
両
国
は
、
歳
幣
贈
与
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
修
好
上
対
等
な
立
場
を
確
立
し
た
。
従
っ
て
両
国
間
の
貿
易
は
、
対
等
な
立
場
で
再
開
さ

れ
、
安
定
・
恒
久
化
し
た
の
で
あ
り
、
北
宋
朝
を
し
て
遼
朝
へ
恩
沢
を
与
え
る
と
い
う
方
針
よ
り
、
貿
易
の
継
続
に
よ
っ
て
遼
朝
と
の
国
交
安

定
を
計
る
と
い
う
姿
勢
へ
進
展
せ
し
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
対
等
な
立
場
で
貿
易
を
継
続
す
る
に
は
、
両
国
間
に
お
け
る
貿
易
上
の
と
り
き
め

が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
が
、
前
述
の
九
項
目
の
権
場
運
営
規
定
で
あ
る
。
即
ち
遼
朝
の
交
易
要
請
に
応
じ
て
、
北
宋
朝

は
権
場
を
指
定
し
、
そ
の
取
引
物
価
を
均
平
化
し
、
牙
倫
の
仲
介
に
よ
っ
て
官
・
民
の
取
引
を
行
な
い
、
民
間
取
引
の
輸
出
入
物
資
に
対
し
て

は
そ
の
価
に
準
じ
て
税
銭
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
遼
・
北
宋
聞
の
権
場
貿
易
は
、
そ
の
運
営
に
お
い
て
、
従
来
の
朝
貢
貿
易
と

は
異
な
り
、
牙
倫
の
仲
介
に
よ
る
両
国
間
の
官
・
民
の
売
買
交
易
で
あ
り
、
朝
貢
貿
易
と
は
俊
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
法
淵
の
盟
約
に



註

（1
）
統
一
事
業
半
ば
の
太
祖
が
交
易
の
自
由
を
是
認
し
た
の
は
、
辺
境
守
臣
に
貿
易
の
利
益
で
精
兵
を
養
わ
せ
、
間
諜
網
を
完
備
さ
せ
て
辺
防
の
充
実
を
計

ろ
う
と
す
る
政
策
的
意
図
と
、
遼
に
お
い
て
帝
位
継
承
の
紛
糾
が
あ
り
、
ま
た
女
真
の
動
向
を
制
圧
す
る
課
題
が
あ
っ
た
た
め
北
宋
に
対
し
て
挙
国
の
侵

冠
が
で
き
な
か
っ
た
外
的
遠
因
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（2
）
宋
会
要
・
食
貨
三
八
・
互
市
・
景
徳
二
年
四
月
十
九
日
の
条
に

都
宮
員
外
郎
孔
授
・
供
奉
官
関
門
祇
候
張
鋭
。
同
提
点
雄
・
霜
州
・
安
粛
軍
権
場
。

と
あ
り
、
孔
授
は
常
参
宮
出
身
で
あ
っ
た
。

（3
）
田
村
突
進
氏
「
一
狸
淵
の
盟
約
と
其
の
史
的
意
義
」
（
史
林
第
二

O
巻
第
一
・
二
・
四
号
）
及
び
宮
崎
市
定
氏
「
書
禁
と
禁
書
」
（
ア
ジ
ア
史
研
究
第
二
所

載
）
等
参
照
。

（4
）
日
野
関
三
郎
氏
「
東
洋
中
世
史
」
第
二
章
商
業
の
発
達
（
平
凡
社
世
界
歴
史
大
系
第
三
巻
）
、
斯
波
義
信
氏
「
宋
代
商
業
史
研
究
」
第
六
章
商
人
資
本

の
諸
性
質
（
風
間
金
田
一
屍
）
等
参
照
。

（5
）
小
林
高
四
郎
氏
「
唐
宋
牙
人
考
」
（
史
学
第
八
巻
第
一
号
）
及
び
註
（
4
）
等
参
照
。

（6
）
幸
徹
氏
「
北
宋
の
過
税
制
度
」
（
史
淵
第
八
十
三
輯
〉
参
照
。

（7
）
加
藤
繁
氏
「
宋
と
金
国
と
の
貿
易
に
つ
い
て
」
（
支
那
経
済
史
考
証
（
下
）
所
載
〉
、
大
崎
富
士
夫
氏
「
宋
金
貿
易
の
型
態
」
（
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第

五
号
〉
等
参
照
。

ニ
、
権
場
貿
易
と
仲
継
貿
易

貿
易
は
、
地
味
・
風
土
・
所
産
等
の
自
然
的
条
件
と
、
慣
習
・
制
度
・
組
織
等
の
社
会
的
条
件
と
が
相
異
な
る
国
家
聞
に
お
い
て
、
交
換
ま

た
は
売
買
の
手
段
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
物
資
の
交
流
現
象
で
あ
り
、
当
事
者
閣
の
輸
出
入
の
大
き
さ
即
ち
輸
出
入
に
対
す
る
依
存
度
は
、
そ
の

物
資
に
対
す
る
需
要
と
供
給
と
の
較
差
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
絹
・
茶
・
陶
器
・
書
籍
等
詩
文
化
・
工
芸
品
の
生
産
が
発
達
し
、
農
業

経
済
に
基
盤
を
お
く
北
宋
之
、
農
業
生
産
の
浸
透
が
あ
っ
た
と
は
い
え
）
、
羊
・
馬
の
飼
育
や
畜
産
加
工
品
の
生
産
等
を
主
体
と
す
る
遊
牧
経
済

の
遼
と
で
は
、
そ
の
生
産
物
に
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
。
遼
と
同
じ
く
遊
牧
経
済
に
基
盤
を
お
く
西
夏
の
場
合
で
あ
る
が
、
長
編
巻
三
六
五
・

北
宋
・
遼
閣
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
一
九



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一二
O

元
祐
元
年
二
月
壬
成
の
条
に
、
司
馬
光
（
一

O
一
九
｜
一

O
八
六
）
が
論
じ
た
西
夏
対
策
の
一
節
に

西
夏
所
居
足
先
旧
壌
。
所
産
者
不
過
羊
馬
麗
種
。
其
国
・
中
用
之
不
尽
。
其
勢
必
推
其
余
与
他
国
貿
易
。
其
三
面
皆
敵
人
。
鰐
之
不
筈
。
惟

中
国
者
羊
馬
麗
謹
之
所
輪
。
而
茶
線
百
貨
之
所
自
来
也
。
故
其
人
如
嬰
児
。
而
中
国
乳
晴
之
。

と
あ
り
、
西
夏
は
そ
の
産
物
を
北
宋
へ
売
り
、
必
需
品
の
茶
・
絹
織
物
等
の
供
給
を
北
宋
と
の
交
易
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
西
夏
の

北
宋
に
対
す
る
貿
易
依
存
は
遼
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
。
即
ち
長
編
巻
五
九
・
景
徳
二
年
三
月
丙
寅
の
条
に
所
載
す
る
雄
州
の
豪
族
出
身
で
遼

の
情
勢
を
熟
知
し
て
い
た
殿
直
・
知
雄
州
・
機
宜
司
・
侍
禁
越
延
昨
の
言
に
よ
る
と

国
家
所
遺
金
自
巾
。
皆
帰
於
国
主
及
母
。
其
下
悉
無
所
及
。
望
自
今
権
場
貿
易
梢
優
仮
之
。
則
其
下
獲
利
。
必
倍
欣
慰
。

と
あ
り
、
権
場
貿
易
に
対
す
る
遼
人
の
期
待
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
遼
で
は
、
支
配
者
層
を
中
心
に
中
国
的
生
活
様
式
が
浸

透
し
、
且
つ
国
軍
兵
長
に
対
す
る
俸
絞
や
賜
与
物
等
の
確
保
に
せ
ま
ら
れ
、
ま
た
多
数
の
融
海
人
や
漢
人
等
を
包
容
し
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
、

中
国
文
化
品
の
大
量
消
費
が
促
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
遼
に
と
っ
て
北
宋
と
の
権
場
貿
易
を
不
可
欠
の
も
の
と
し
た
。

遼
は
燕
雲
十
六
州
や
旧
樹
海
国
の
地
域
の
桑
作
適
地
を
開
拓
し
、
停
徒
し
た
漢
人
や
溺
海
人
等
の
技
術
を
用
い
て
絹
の
生
産
を
奨
励
し
、
審

羅
と
よ
ば
れ
る
絹
織
物
の
生
産
を
み
た
が
、

で
は
な
か
っ
だ
。
こ
の
よ
う
な
遼
の
産
絹
の
実
態
が
、
中
国
産
の
絹
織
物
の
輸
入
を
必
須
な
も
の
と
し
た
。
ま
た
近
年
に
お
け
る
遼
代
の
城
祉

・
墓
枇
の
考
古
学
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
遼
製
の
陶
器
の
外
、
中
圏
内
の
窯
で
製
造
さ
れ
た
種
々
の
陶
器
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
中
国
製

陶
器
輸
入
の
盛
況
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

遼
が
輸
入
し
た
中
国
物
産
は
、
単
に
圏
内
の
需
要
を
充
た
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
方
や
満
蒙
方
面
に
対
す
る
仲
継
貿
易
品
と
も
な
っ

た
。
遼
は
建
国
以
来
貿
易
の
利
を
重
視
し
て
い
た
。
即
ち
遼
の
太
祖
阿
保
機
は
、
第
一
次
即
位
の
三
年
（
九
O
九
）
五
月
、
羊
城
を
炭
山
の
北

に
設
置
し
て
貿
易
の
利
を
に
ぎ
っ
た
。
遼
が
貿
易
に
積
極
的
な
こ
と
は
、
圏
内
の
商
業
の
発
達
を
促
し
た
。
特
に
太
宗
時
代
（
九
二
六
！
九
四

六
）
以
後
、
南
京
を
は
じ
め
四
京
及
び
州
県
の
城
郭
内
に
商
業
区
域
の
「
市
」
が
形
成
さ
れ
る
に
至
り
、
井
卑
列
を
な
し
、
人
々
が
長
タ
「
市
」

一
般
に
遼
の
織
物
生
産
は
宮
廷
用
や
賜
与
用
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
圏
内
需
要
を
充
た
す
も
の



に
衆
集
す
る
盛
況
さ
で
あ
っ
問
。
し
か
し
遼
の
商
業
は
、
草
市
が
発
達
し
て
い
た
唐
宋
時
何
の
中
国
の
よ
う
に
、
城
郭
外
や
郷
村
内
の
商
業
地

区
の
成
立
を
み
る
ま
で
に
は
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

遼
は
高
麗
・
女
真
・
西
夏
・
高
昌
回
紘
等
四
隣
の
諸
国
と
朝
貢
貿
易
を
行
な
っ
て
い
た
。

物
件
や
同
書
巻
二
二
・
四
至
郷
園
地
理
遠
近
の
条
の
遼
と
四
隣
諸
国
と
の
朝
貢
貿
易
、
さ
ら
に
遼
史
巻
六
0
・
食
貨
志
下
・
征
商
の
条
に

雄
州
・
高
昌
・
融
海
亦
立
互
市
。
以
通
南
宋
・
西
北
諸
部
・
高
麗
之
貨
。
故
女
直
以
金
・
吊
・
布
・
密
蝋
・
諸
薬
材
。
及
鉄
商
問
聴
鞠
子
隈

等
部
以
蛤
珠
・
青
鼠
・
詔
鼠
・
腰
魚
之
皮
・
牛
・
羊
・
臨
馬
・
義
関
等
物
。
来
易
於
遼
者
。
道
路
繊
属
。

と
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
十
分
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
東
西
交
易
に
活
躍
し
た
ワ
イ
グ
ル
と
遼
と
の
結
び
つ
き
が
深
か
っ
た
こ
と
は
、
第
一
に

遼
の
太
祖
勃
興
の
地
上
京
臨
描
府
（
内
蒙
古
自
治
区
昭
鳥
遼
盟
巴
林
左
旗
）
に
ク
イ
グ
ル
人
居
留
地
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
太
祖

の
妻
淳
欽
皇
后
の
祖
先
が
ワ
イ
グ
ル
人
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
金
国
に
滅
ぼ
さ
れ
た
遼
の
宗
族
耶
律
大
石
（
一

O
八
七
｜
一
一
四
三
）

が
高
昌
ワ
イ
グ
ル
の
地
に
西
遼
国
を
再
興
で
き
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
遼
が
北
宋
へ
輸
出
し
た
毛
皮
・
皮
革

・
人
参
・
北
珠
等
は
、
前
引
の
遼
史
・
食
貨
志
・
征
商
の
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
北
東
の
女
真
・
高
麗
等
と
の
交
易
に
よ
っ
て
入
手
さ
れ
た
仲

継
貿
易
品
で
あ
っ
た
心
唐
・
五
代
・
北
宋
初
に
お
け
る
高
麗
・
女
真
等
は
遼
河
の
水
運
と
湖
海
湾
の
海
運
と
を
活
用
し
て
中
国
の
山
東
方
面
へ

至
り
、
馬
・
毛
皮
・
布
・
海
産
物
等
を
売
り
、
絹
織
物
・
茶
・
陶
器
・
漆
器
・
書
籍
等
を
購
入
し
て
い
わ
r

遼
の
太
祖
は
建
国
二
年
（
九
O
八）

十
月
に
遼
河
下
流
の
鎮
東
海
口
を
抑
え
て
南
唐
と
交
易
切
、
聖
宗
は
統
和
元
年
（
九
八
三
）
に
鴨
緑
江
域
の
女
真
族
を
討
伐
し
、
翌
年
に
は
定

安
国
を
伐
ち
、
統
和
九
年
（
九
九
一
）
二
月
に
は
鴨
緑
江
口
に
威
窟
・
振
化
・
釆
遠
等
三
城
を
築
き
成
卒
を
お
い
て
女
真
と
中
国
と
の
交
通
を

遮
断
し
、
翌
年
高
麗
を
征
討
し
て
遼
東
・
満
州
方
面
の
安
全
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
統
和
二
十
二
年
（
一

O
O四
）
の
溜
淵
の
盟
約
成
立
に
よ

っ
て
、
北
宋
と
の
貿
易
が
復
活
す
る
と
、
翌
年
東
京
道
保
州
に
権
場
を
開
設
し
て
女
真
・
高
麗
と
の
交
易
に
備
え
た
ι

即
ち
遼
の
海
口
統
禦
や

保
州
権
場
開
設
は
、
女
真
・
高
麗
と
の
交
易
を
安
定
せ
し
め
、
北
宋
か
ら
の
輸
入
品
を
彼
ら
へ
再
輸
出
し
、
北
宋
に
対
す
る
輸
出
品
を
彼
ら
か

ら
確
保
す
る
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
契
丹
国
志
巻
一
二
・
誇
小
国
貢
進

北
宋
・
法
問
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
ハ
畑
地
）

一
一一一一

次
に
李
元
長
の
反
乱
中
、
北
宋
に
よ
っ
て
権
場
を
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
西
夏
に
対
し
て
、
遼
は
西
夏
の
羊
・
馬
を
安
く
買
い
、
中
国
物
産
を
再

輸
出
し
て
利
益
を
得
て
い
た
。
即
ち
長
編
巻
一
三
八
・
慶
暦
二
年
十
二
月
末
の
条
に

（
教
練
使
李
）
文
貴
自
言
。
用
兵
来
。
牛
・
羊
悉
己
売
契
丹
。

一
絹
之
直
為
銭
二
千
五
百
。
人
情
便
於
和
。

宋
の
青
澗
城
の
神
世
衡
の
所
へ
和
平
交
渉
に
来
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
み
え
る
絹
一
匹
の
価
格
二
千
五
百
文
は
遼
か
ら
の
輸
入
価
格
で
あ
り
、
西
夏
圏
内
の
売
買
価
格
で
は
な
い
。
北
宋
と
の
国
交
断
絶
に
よ
り

茶
・
絹
等
の
入
手
困
難
と
な
っ
た
西
夏
で
は
、
絹
一
匹
が
五
十
余
絹
に
高
騰
し
、
修
好
再
開
後
、
五
ー
六
回
に
及
ぶ
入
宋
使
臣
団
が
も
た
ら
し

た
絹
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
格
は
よ
う
や
く
五
｜
六
縄
に
ま
で
低
落
し
た
。
そ
し
て
使
臣
団
は
巨
利
を
得
て
、
父
子
兄
弟
に
至
る
ま
で
そ
の
生
計

｛四
v

を
保
持
し
、
発
展
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
当
時
北
宋
に
お
け
る
絹
価
は
一
千
三
百
文
程
度
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
西
夏
の
絹
価
は
、
北
宋
と
比

較
す
る
と
、
遼
か
ら
の
輸
入
価
格
で
二
倍
で
あ
る
。
西
夏
圏
内
の
絹
価
は
、
北
宋
と
の
国
交
断
絶
時
で
四

O
倍
、
修
好
後
で
三

t
四
倍
で
あ
っ

た
。
遼
に
お
け
る
絹
価
を
直
接
伝
え
た
史
料
は
い
ま
だ
見
出
し
得
な
い
が
、
北
宋
よ
り
輸
入
し
た
絹
を
絹
不
足
に
苦
し
ん
で
い
た
西
夏
へ
再
輸

出
す
る
場
合
、
国
内
価
格
を
大
き
く
割
っ
て
輸
出
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
遼
の
絹
価
は
、
北
宋
の
場
合
に
比
べ
て
二
倍

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
李
元
美
の
配
下
の
教
練
使
李
文
費
が
、

を
こ
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
遼
は
、
北
宋
か
ら
の
輸
入
品
を
四
隣
の
諸
国
へ
再
輸
出
し
、

四
隣
の
諸
国
の
物
産
を
安
く
買
い
た
た
き
北
宋
へ
再
輸
出
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
北
宋
に
と
っ
て
、
遼
と
の
貿
易
が
途
絶
し
た
場
合
、
社
会
的
・
経
済
的
混
乱
を
ま
ね
く
要
因
は
な
か
っ
た
。
北
宋
が
遼
よ
り
購
入

し
た
い
も
の
は
、
国
防
上
必
需
品
の
戦
馬
で
あ
っ
た
。
し
か
し
遼
は
、
商
民
が
羊
馬
を
国
外
へ
販
売
す
る
こ
と
を
厳
禁
し
て
い
お
「
遼
よ
り
戦

馬
補
充
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
た
め
北
宋
の
馬
政
は
大
き
な
影
響
を
受
け
お
r
ま
た
北
宋
末
の
禁
中
に
お
い
て
、
府
庫
を
傾
け
る
ほ
ど
北
珠
を

競
い
需
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
時
期
的
な
箸
修
で
あ
り
、
北
宋
一
代
よ
り
み
る
と
、
遼
と
の
貿
易
を
必
須
な
も
の
と
す
る
社
会
的

－
経
済
的
要
因
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。



以
上
の
よ
う
に
、
機
場
貿
易
に
対
す
る
依
存
度
は
遼
が
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
遼
が
圏
内
需
要
を
充
す
の
み
な
ら
ず
、
四
隣

の
諸
国
へ
仲
継
貿
易
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
。
こ
の
貿
易
依
存
度
の
高
さ
が
遼
を
し
て
対
宋
貿
易
に
積
極
的
な
ら
し
め
、

西
夏
・
北
宋
と
の
鼎
立
の
中
で
常
に
漁
夫
の
利
を
得
ん
と
す
る
動
向
を
と
ら
せ
幻
「
そ
れ
故
貿
易
収
支
に
お
い
て
、
北
宋
は
常
に
輸
出
超
過
国

で
あ
り
得
た
。
即
ち
北
宋
は
官
貿
易
に
お
い
て
毎
藤
田
・
五
十
万
貫
に
及
ぶ
収
益
を
あ
民
、
民
間
取
引
を
加
え
る
と
八
十
万
能
内
外
の
出
超
で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

神

宗

朝

に

財

政

強

化

に

つ

と

め

て

い

た

王

安

石

が

着

目

し

な

い

は

ず

は

な

か

っ

こ
の
よ
う
な
対
遼
貿
易
の
刺
を
、

た
。
長
編
巻
二
六

0
・
照
寧
八
年
二
月
下
亥
の
条
に
よ
る
と

都
提
挙
市
易
司
言
。
乞
借
奉
崖
庫
象
牙
・
犀
角
・
真
珠
。
直
総
二
十
万
構
。
於
権
場
交
易
。
至
明
年
終
。
償
見
銭
。
従
之
。

と
あ
り
、
都
提
挙
市
易
司
が
奉
崖
庫
よ
り
二
十
万
糟
相
当
の
象
牙
・
犀
角
・
真
珠
等
を
借
用
し
、
椎
場
で
交
易
し
て
収
益
を
あ
げ
、
翌
年
の
終

り
に
見
銭
で
返
済
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
都
提
挙
市
易
司
が
権
場
貿
易
に
着
手
し
た
こ
と
は
、
市
易
三
法
の
貿
濯
物
貨
の
方
針
に
立
っ
て
見
銭

を
府
庫
へ
収
蓄
す
る
手
段
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
王
安
石
（
一

O
二一

t
一
O
八
六
）
の
下
で
は
利
益
追
求
を
直
接
の
目
的
と
し
て
遼
と
の

貿
易
に
対
処
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
北
宋
に
と
っ
て
対
遼
貿
易
の
意
味
は
次
の
二
点
に
あ
っ
た
。
即
ち
第
一
は
、
貿
易
に
よ
っ
て
歳
贈
銀
を

と
り
も
ど
す
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
貿
易
に
よ
っ
て
遼
の
経
済
的
弱
点
を
掌
握
し
、
以
て
遼
の
動
向
を
牽
制
し
、
和
平
関
係
の
持
続
を
は

か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
に
銀
・
銭
の
流
通
を
と
お
し
て
権
場
貿
易
の
意
味
を
考
察
す
る
。

註

（1
）
遼
は
華
北
の
一
角
燕
雲
地
方
を
征
服
し
、
中
国
王
朝
に
倣
っ
て
建
国
さ
れ
、
し
か
も
漢
人
を
構
成
分
子
と
し
て
内
包
し
、
そ
の
農
業
生
産
が
国
家
の
重

裂
な
支
柱
で
あ
っ
た
。
島
田
正
郎
氏
「
遼
の
北
面
中
央
官
制
の
特
色
」
（
法
制
史
研
究
十
ニ
）
参
照
。

（2
）
松
井
等
氏
「
契
丹
の
国
軍
一
編
成
及
び
戦
術
」
（
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
四
〉
、
愛
宕
松
男
氏
「
契
丹
古
代
史
の
研
究
」
第
三
編
古
代
キ
タ
イ
社
会
の
歴

史
的
考
察
（
東
洋
史
研
究
会
〉
、
田
村
実
造
氏
「
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
（
上
）
」
第
七
章
キ
タ
イ
族
の
社
会
生
活
（
東
洋
史
研
究
会
）
等
参
照
。

（
3
）
迷
史
巻
六
0
・
食
貨
士
山
下
・
征
商
之
法
の
条
に

（
聖
宗
統
和
二
十
三
年
〉
。
時
北
院
大
王
耶
律
室
魯
。
以
俸
羊
多
闘
。
部
人
貧
之
。
請
。
以
蹴
老
之
羊
及
皮
毛
。
易
南
中
之
絹
。
上
下
為
使
。

北
宋
・
遼
間
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一一
一一一



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
婚
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
二
四

と
あ
り
、
俸
羊
不
足
の
た
め
蹴
老
の
羊
と
皮
毛
と
を
も
っ
て
中
国
産
の
縞
と
交
易
し
て
俸
給
に
あ
て
て
い
る
。

（4
〉
石
刻
史
料
叢
書
・
羅
氏
家
墓
遺
文
・
京
畿
家
菜
遺
文
下
巻
・
「
大
金
故
承
奉
郎
覇
州
大
城
県
令
李
君
慕
志
銘
」
に

君
姓
李
。
議
陸
。
字
日
革
。
先
世
良
郷
県
劉
李
里
人
也
。
（
中
略
）
。
君
毎
至
故
里
。
謂
昆
弟
日
。
吾
郷
土
地
膏
映
。
桑
麻
之
利
倍
於
都
邑
。
所
患
者
秋

夏
水
滋
不
能
作
久
居
計
。

と
あ
り
、
幽
州
（
北
京
〉
良
郷
県
と
近
郊
の
県
と
は
桑
作
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
華
民
国
修
援
の
蓋
平
県
志
巻
十
三
・
物
産
志
・
砿
類
の
条
に
よ
る
と
、

線
網
・
粗
繭
綱
・
繭
綱
被
面
・
山
繭
等
の
歳
額
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
蓋
平
阿
川
に
お
け
る
山
繭
生
産
が
考
え
ら
れ
る
。
激
海
に
統
合
さ
れ
た
沃
況
の
地
が

産
潟
地
で
あ
っ
た
と
と
は
、
日
野
開
三
郎
氏
「
国
際
交
流
史
上
よ
り
見
た
満
鮮
の
絹
織
物
に
就
い
て
」
〈
朝
鮮
学
報
第
四
十
八
輯
）
に
詳
考
さ
れ
て
い
る
。

（5
）
島
田
正
郎
氏
「
遼
代
の
綿
織
物
業
」
（
史
学
雑
誌
第
五
十
八
編
第
五
号
〉
、
日
野
開
三
郎
氏
「
銀
抑
制
の
需
給
上
よ
り
み
た
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
」

ハ
東
洋
学
報
第
三
十
五
巻
第
一
・
二
号
）
等
参
照
。

（6
〉
迷
代
墓
や
上
京
臨
演
府
批
・
祖
州
城
祉
・
慶
州
域
社
等
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
法
窯
の
製
品
の
外
に
、
民
徳
鎮
（
江
西
省
議
都
）
然
、
汝
州
（
河
南

府
臨
汝
）
窯
、
磁
州
（
河
北
省
磁
県
）
窯
、
定
州
（
河
北
省
定
県
〉
窯
等
で
製
作
さ
れ
た
陶
器
が
多
数
出
土
し
た
。
李
文
信
氏
「
遼
出
品
筒
述
」
（
文
物
参

考
盗
釘
利
一
九
五
八
年
第
二
期
）
、
誠
永
謙
氏
「
遼
寧
省
建
平
・
新
民
的
三
座
遼
墓
」
（
考
古
一
九
六
O
年
第
二
期
）
、
吉
林
省
博
物
館
・
祈
里
木
盟
文
化
局

「
吉
林
哲
里
木
盟
庫
倫
旗
一
号
遼
墓
発
掘
筒
報
」
（
文
物
一
九
七
三
年
第
八
期
）
、
島
田
正
郎
氏
「
祖
州
城
」
等
参
照
。

（7
）
松
井
等
氏
「
契
丹
勃
興
史
」
ハ
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
一
）
、
箭
内
亘
氏
「
遼
代
の
漢
城
と
炭
山
」
ハ
蒙
古
史
研
究
所
載
〉
、
橋
本
増
吉
氏
「
遼
の
建

国
年
代
に
つ
い
て
」
（
史
潮
第
六
年
第
一
号
）
、
小
川
裕
人
氏
「
遼
の
建
国
に
就
い
て
」
（
東
洋
史
研
究
第
二
巻
第
三
号
）
、
同
氏
「
遼
室
君
主
権
の
成
立
に

関
す
る
一
考
察
」
（
東
洋
史
研
究
第
三
巻
第
五
・
六
号
・
第
四
巻
第
一
・
二
号
）
、
島
田
正
郎
氏
「
遼
の
部
族
制
度
に
就
い
て
」
（
歴
史
、
学
研
究
第
九
十
八

号
）
、
田
村
実
造
氏
「
遼
初
史
釈
疑
三
題
」
（
東
洋
史
研
究
第
三
巻
第
二
号
）
等
参
照
。

（8
）
田
村
実
造
氏
「
遼
宋
の
交
通
と
遼
園
内
に
於
け
る
経
済
的
発
展
」
（
満
蒙
史
論
叢
第
二
）
、
平
島
貴
義
氏
「
契
丹
の
勃
興
期
に
お
け
る
中
国
と
の
関
係
」

ハ
史
淵
第
五
十
三
輪
）
参
照
。

（9
〉
遼
史
巻
六
0
・
食
貨
志
下
・
征
商
の
条
に

太
宗
得
燕
置
南
京
。
城
北
有
市
。
百
物
山
向
。
命
有
司
治
共
征
。
余
四
京
及
官
州
県
貨
物
慾
遷
之
地
置
亦
知
之
。

と
あ
る
。
な
お
遼
史
・
地
理
志
の
上
京
・
祖
州
・
東
京
・
中
京
の
条
等
参
照
。

（
叩
）
日
野
開
三
郎
氏
「
唐
代
邸
店
の
研
究
（
正
・
続
〉
」
（
自
費
・
出
版
〉
、
斯
波
義
信
氏
「
宋
代
商
業
史
研
究
」
（
風
間
書
一
関
）
等
参
照
。

（
日
）
と
の
史
料
は
、
松
田
寿
男
氏
「
東
西
交
通
史
に
お
け
る
居
廷
に
つ
い
て
の
考
」
（
東
方
学
論
集
第
一
〉
、
長
沢
和
俊
氏
「
遼
の
西
北
路
経
営
に
つ
い
て
」



（
史
雑
学
誌
第
六
十
六
編
第
八
号
）
等
に
お
い
て
詳
考
さ
れ
て
い
る
。

（
臼
）
遼
史
巻
三
七
・
地
里
志
・
上
京
の
条
参
照

（
日
）
遼
史
巻
七
－
・
后
妃
列
伝
・
太
祖
淳
欽
皇
后
述
律
氏
の
条
参
照
。

（
叫
）
日
野
開
三
郎
氏
「
宋
初
女
真
の
山
東
来
航
の
大
勢
と
そ
の
由
来
」
（
朝
鮮
学
報
第
三
十
三
輯
）
及
び
「
宋
初
女
真
の
山
東
来
航
と
貿
易
」
（
朝
鮮
学
報
第

三
十
七
・
三
十
八
合
併
特
絹
号
）
等
参
照
。

（
日
）
日
野
開
三
郎
氏
「
五
代
時
代
に
お
け
る
契
丹
と
支
那
と
の
海
上
貿
易
」
（
史
、
学
雑
誌
第
五
十
二
編
第
七
・
八
・
九
号
）
参
照
。

（
泊
）
日
野
開
三
郎
氏
「
統
和
初
期
に
於
け
る
契
丹
聖
宗
の
東
方
経
略
と
九
年
の
鴨
緑
江
口
築
城
」
（
朝
鮮
学
報
第
二
十
一
・
二
十
二
合
併
特
輯
号
〉
参
照
。

（
幻
）
こ
の
価
格
に
つ
い
て
、
日
野
開
三
郎
氏
は
「
銀
絹
の
需
給
上
よ
り
み
た
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
成
賜
」
（
東
洋
学
報
第
三
十
五
巻
第
一
・
二
号
）
に
お

い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

（
沼
〉
長
編
巻
一
三
八
・
慶
暦
二
年
十
二
月
末
の
条
に
、
四
夏
の
内
状
を
探
報
し
た
知
延
州
廟
籍
（
九
八
八
｜
一

O
六
三
）
の
言
を
収
載
し
て

贈
遺
・
互
市
久
不
通
。
欽
無
茶
。
衣
吊
貴
。
園
内
疲
因
。
恩
納
款
。

と
あ
り
、
同
書
巻
四
O
五
・
元
祐
二
年
九
月
丁
巳
の
条
に
、
翰
林
学
士
兼
侍
読
蘇
試
（
一

O
三
六
l
一一

O

C
が
西
夏
問
題
を
論
じ
て

歳
賜
既
髄
。
和
市
亦
絶
。
圏
中
匹
烏
至
五
十
余
千
。
老
弱
転
従
。
牛
羊
堕
壊
。
所
失
蓋
不
可
勝
数
。
醐
陣
織
之
余
。
乃
始
款
塞
。
当
時
執
政
大
向
。
謀
之

不
深
。
因
中
国
厭
兵
。
遂
納
其
使
。
毎
一
使
至
。
賜
予
・
貿
易
。
無
慮
得
絹
五
寓
余
匹
。
帰
驚
之
其
民
。
匹
五
六
千
。
民
大
悦
。
一
使
所
獲
。
率
不
下

二
十
高
緒
。
使
五
六
至
。
耐
叩
来
年
所
罷
歳
賜
可
以
坐
復
。

と
あ
る
。

（
ω）
蘇
轍
（
一

O
三
九
｜
一
一
－
二
）
の
禁
城
集
巻
三
九
・
「
諭
西
事
状
」
の
条
に

既
通
和
市
。
復
許
入
貢
。
使
者
一
至
。
賜
予
不
貸
。
販
易
而
帰
。
獲
利
無
算
。
伝
問
。
売
中
得
此
厚
利
。
父
子
兄
弟
始
有
生
理
。

と
あ
る
。

（
加
）
宮
崎
市
定
氏
「
五
代
末
初
の
通
貨
問
題
」
附
表
第
六
北
末
時
代
銀
絹
価
格
変
遷
比
較
表
参
照
。

（
幻
）
迷
史
巻
六

0
・
食
貨
志
下
の
条
に

の
禁
甥
州
路
羊
馬
入
宋
。

と
あ
り
、
問
書
巻
九
一
・
耶
枠
唐
古
伝
に

唐
古
部
詳
穏
。
厳
立
科
条
。
禁
姦
民
議
馬
於
宋
・
い
え
界
。
因
陳
叫
私
版
・
安
辺
境
之
要
。

と
あ
り
、
ま
た
欧
陽
文
忠
公
集
巻
一
三
・
河
東
奉
使
奏
草
・
「
請
耕
禁
地
刻
子
」
の
条
に

北
宋
・
迷
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
二
五



北
宋
・
遼
間
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
二
六

北
界
禁
民
以
粟
馬
南
入
我
境
。
主
（
法
至
死
。
今
辺
民
官
禁
。
私
相
交
易
。

と
あ
る
。

（
幻
）
曽
我
部
静
雄
氏
「
宋
代
の
馬
政
」
（
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
十
号
）
、
古
川
新
平
氏
「
照
豊
年
聞
に
お
け
る
民
戸
養
馬
法
即
ち
保
馬
・
戸
馬
二
法

に
関
す
る
私
見
」
（
東
洋
史
学
第
三
・
四
輯
）
、
宋
常
廉
氏
「
北
宋
的
馬
政
」
（
大
陸
雑
誌
史
学
叢
書
第
二
輯
第
二
冊
）
、
林
瑞
翰
氏
「
宋
代
辺
郡
之
馬
市
及

馬
之
綱
速
」
（
大
陸
雑
誌
史
学
叢
書
第
三
輯
第
三
冊
）
等
参
照
。

（
お
）
遼
は
西
夏
と
同
盟
し
て
北
宋
を
脅
か
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
容
易
に
大
軍
を
動
か
さ
ず
、
た
だ
有
利
な
立
場
を
確
保
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
慶
暦
二
年

（一

O
四
二
）
に
歳
幣
増
加
と
い
う
利
益
を
得
る
と
、
同
盟
国
の
西
夏
を
北
宋
と
和
平
さ
せ
る
仲
介
を
行
な
っ
た
の
は
そ
の
適
例
で
あ
る
。
ま
た
仲
継
貿

易
で
利
益
を
得
て
い
た
乙
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
中
心
の
遼
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
清
朝
の
人
載
錫
章
も
そ
の
撰
書
の
西
夏

記
巻
十
・
宋
仁
宗
慶
暦
三
年
秋
七
月
・
「
遣
使
上
表
於
契
丹
請
伐
宋
」
の
条
に
お
い
て

遺
使
契
丹
。
請
出
師
南
伐
。
契
丹
主
不
詳
。
蓋
突
丹
赴
時
楽
兵
家
上
。
大
為
戦
同
パ
。
求
宋
関
南
地
。
無
意
出
兵
。
特
欲
以
虚
声
恐
喝
。
於
中
収
漁
人
之

利
。
実
無
助
夏
怠
也
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
但
〉
宋
史
巻
一
八
六
・
食
貨
志
下
・
互
市
舶
法
の
条
参
照
。

（
お
）
乙
の
数
値
は
、
北
宋
が
権
場
貿
易
に
お
い
て
回
収
し
て
い
た
歳
贈
銀
の
う
ち
、
官
が
六
割
、
民
間
が
四
割
を
占
め
て
い
た
乙
と
を
基
準
と
し
て
試
算
し

た
も
の
で
あ
る
o

（
お
）
市
易
三
法
と
は
、
結
保
除
請
法
・
契
一
室
田
金
銀
抵
当
法
・
寅
選
物
貨
法
を
称
す
る
。

一
、
権
場
貿
易
に
お
け
る
銀
・
銭
の
流
通

対
宋
貿
易
に
対
す
る
依
存
度
が
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
遼
は
、
輸
入
を
相
済
す
る
有
力
な
輸
出
口
聞
が
な
か
っ
た
た
め
、
毎
蔵
輸
入
超
過
で
あ
っ

た
。
当
時
国
際
取
引
の
決
済
手
段
と
し
て
は
、
銀
が
常
用
さ
れ
て
い
た
。
権
場
貿
易
に
お
い
て
遼
よ
り
北
宋
へ
輸
出
さ
れ
た
も
の
に
銀
・
銭
が

あ
っ
た
。
こ
の
銀
・
銭
に
つ
い
て
は
、
従
来
遼
の
銀
・
銭
の
需
給
関
係
よ
り
の
考
察
が
中
心
と
な
り
、
貿
易
に
お
け
る
流
通
の
意
味
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
銀
・
銭
の
流
通
は
、
遼
圏
内
の
銀
・
銭
の
需
給
を
考
慮
す
る
と
、
遼
が
北
宋
に
対
し
て
銀
・
銭
の
輸
出



国
で
あ
っ
た
と
は
見
難
く
、
従
っ
て
貿
易
品
と
い
う
よ
り
、
貿
易
に
お
け
る
決
済
手
段
の
国
際
通
貨
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

遼
の
貨
幣
の
鋳
造
や
流
通
に
つ
い
て
は
、

応
じ
て
貨
幣
流
通
が
活
発
化
し
、
鋳
銭
院
や
銭
由
市
司
も
設
置
さ
れ
て
、

（註
1
）

の
詩
論
説
に
お
い
て
論
考
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

遼
圏
内
の
商
品
流
通
に
相

聖
宗
時
代
か
ら
道
宗
時
代
（
九
八
三
｜
一
一

O
O）
の
聞
に
最
も
頻
繁

に
鋳
銭
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
遼
代
墓
よ
り
出
土
す
る
銅
銭
に
は
遼
銭
が
僅
少
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宋
銭
で
あ
る
こ
と
や
、
宋
の

厳
し
い
銭
禁
に
拘
わ
ら
ず
大
量
の
宋
銭
が
遼
へ
流
出
し
て
通
貨
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
遼
の
通
貨
の
中
心
は
宋
銭
で
あ
っ

た。
こ
の
よ
う
な
宋
銭
の
境
外
流
出
は
、
北
宋
に
お
け
る
銅
銭
不
足
の
一
因
（
註
4
参
照
）
と
な
っ
て
い
た
。
北
宋
の
通
貨
は
、
銅
・
鉄
二
種
類

が
あ
り
、
そ
の
行
使
地
域
が
画
定
さ
れ
て
い
た
。
沿
辺
の
四
川
・
険
西
・
河
東
等
の
路
分
は
鉄
銭
使
用
地
区
に
指
定
さ
れ
、
銅
銭
は
流
通
界
か

ら
吸
収
さ
れ
て
い
た
。
河
北
地
方
に
お
い
て
も
、
照
寧
年
聞
に
通
貨
不
足
を
補
う
た
め
に
鉄
銭
鋳
造
の
議
論
が
起
っ
た
が
、
三
司
使
沈
括
の
反

対
も
あ
っ
て
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
ο

従
っ
て
通
貨
を
宋
銭
に
た
よ
っ
て
い
た
遼
は
、
河
北
沿
辺
に
お
い
て
宋
銭
を
入
手
で
き
た
。
そ
れ
故
に
権

場
貿
易
に
お
い
て
遼
よ
り
北
宋
へ
銭
が
流
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
収
支
の
決
済
手
段
と
し
て
支
払

わ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
ま
た
銅
銭
の
境
外
流
出
が
銭
不
足
の
一
因
と
な
っ
て
い
た
北
宋
に
と
っ
て
、
貿
易
に
よ
っ
て
銭
を
回
収
す
る
こ

た
だ
し
、
遼
で
の
宋
銭
の
流
通
を
み
る
と
、
北
宋
は
遼
へ
流
出
し
た
銅
銭
を
全
額
回
収
で
き
な
か

と
は
、
通
貨
政
策
の
上
で
重
要
で
あ
っ
た
。

っ
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
謹
よ
り
北
宋
へ
流
出
し
た
銀
に
つ
い
て
み
る
。
遼
の
銀
は
北
宋
へ
流
出
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
夏
や
さ
ら
に
西
方
へ
も
流
出
し

て
い
た
。
ま
た
遼
に
お
け
る
金
銀
の
圏
内
消
費
も
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
圏
内
消
費
に
つ
い
て
、
市
崎
永
謙
氏
「
遼
寧
省
建
平
・
新
民
的
三
座
遼

に
次
表
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
出
土
報
告
が
あ
る
。

使
用
し
て
い
る
。
出
土
物
中
に
は
、
契
丹
文
字
や
蕃
草
紋
を
刻
む
銀
諜
・
銀
七
・
銀
冠
・
金
飾
・
帯
飾
・
馬
具
・
銅
鏡
等
が
多
数
あ
る
。
こ
れ

（
考
古
一
九
六

O
年
第
二
期
）

こ
の
三
座
の
遼
墓
は
墓
中
戸
床
上
に
多
量
の
水
銀
を

墓」

北
宋
・
遼
問
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
二
七



遼寧省建平・新民二県遼墓出土物表

都即時墓 ｜ 建平問遼墓 ｜ 新民巴図時墓

花式銀礁〈契丹文字四字〉 2件｜銀七（契丹文字八字） 1件｜金 併

銀 箸 1副｜金手鍋 1副｜銀~銀

銀 匙 1件｜金耳釘Ii 1函I]I！準金銅胸牌

饗金銀冠 1］頁｜金 約i 2件 i懇金銅函貝

金 鏑 2件｜銅 銭 2面｜護金銭孔銅冠

金耳飾 1副｜銅器残！十 I i窪金銅飾残ト「

徐金聾｛t銀鞍飾 2件｜閲元通宝 2枚｜銅 鉢

銀質塗金馬轡兵

星雲金銀当J1!K

銅質翠金馬轡具

塗金銅鈴

銅質雲監金粕繰綿；釘Ii

銅銭

鉄 ，% 鋒

鉄方 '.)ti

鉄製 s'I・

鉄斧

鉄鎖

鉄鉱

残鉄鼻、鉄鎚条、鉄釘、
鉄環、残鉄条、

穏瑠碗

陶器・その他

169件｜鉄鎖

1件｜鉄灯

36件｜錯金鉄弱

17件｜鉄筋、

42件｜琉刑制

6而 l璃瑠飾玉

3副｜務瑠笛

1件｜陶器・その他

1件

1把

1把

1件

査

洗

鏡

村

桝

鎖

灯

川

政

釘

器
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玉

柄

側

珠

飾

注

鋼
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則

泊

時

磁

瑠

疎

広
I
J
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銅

銅

銅

残

鉄

欽

鉄

鉄

残

玉

山

崎

城

山

崎

璃

穂

白

把

件

把

件

件

件

件

件

オム

4

1

4

A

4

1

4

i

Q

U

n

u

n

u

陶器・その他 21件

把

議

件

件

qυ

イよ

4

i

に

υ
q
G
 

時

叫

叶

叫

哨

叫

哨

叫

叶

叫

哨

併1件

11件

1件

1件

1件

2件

1頂

北
宋
・
遼
間
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

1件

1件

1件

1件

八



ら
は
遼
の
官
営
工
場
で
生
産
さ
れ
て
、
支
配
者
層
の
使
用
に
供
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

費
等
の
増
大
が
背
景
と
な
っ
て
、
遼
に
お
け
る
一
連
の
金
禁
や
銀
禁
が
、
聖
宗
と
興
宗
と
の
時
代
（
九
八
三
｜
一

O
五
四
）

で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
時
期
に
銀
の
探
掘
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
遼
の
銀
供
給
量
が
必
要
量
を
十
分
充
た
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で

こ
の
よ
う
な
金
銀
の
圏
外
流
出
や
圏
内
消

に
集
中
し
た
も
の

あ
る
。以

上
の
よ
う
な
遼
の
銀
需
給
の
状
況
に
も
拘
ら
ず
、
遼
の
銀
は
、

貿
易
の
決
済
手
段
と
し
て
北
宋
へ
流
出
し
て
い

た
。
し
か
も
そ
の
額
は
、
北
宋
が
遼
へ
遣
っ
た
歳
贈
銀
二
十
万
数
千
両
を
上
回
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
下
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
即
ち
宋
邪
の

景
文
集
巻
四
四
・
禦
戎
論
篇
七
の
条
に

銭
の
場
合
と
同
様
に
、

太
守
問
。
異
時
。
県
官
設
与
銀
心
皆
還
入

G

漢
辺
相
貿
易
ο

官
得
什
六
。
蔵
益
三
四
則
略
足
。
自
慶
暦
後
。
敵
禁
止
銀
不
得
復
入
辺
州
。

且
十
年
。
此
欲
困
中
国
。
非
一
日
計
也
。
自
和
盟
以
来
。
哉
与
三
十
万
者
四
十
年
。
五
十
万
者
十
年
。
契
丹
所
得
銀
幣
。
凡
千
七
百
万
失
。

と
あ
り
、
ま
た
数
十
年
後
の
宣
和
四
年
（
一
一
二
二
）
六
月
の
こ
と
と
し
て
、

朝
北
盟
会
編
巻
八
・
「
宋
昭
上
書
。
論
北
界
利
害
。
乞
守
盟

響
女
真
決
先
敗
盟
」
の
条
に

臣
籍
料
c

議
者
謂
。
歳
賜
浩
補
。
虚
霊
園
用
。
是
不
知
祖
宗
建
立
椎
場
之
本
意
也
む
蓋
祖
宗
朝
賜
予
之
費
。
皆
出
子
権
場
。
歳
得
之
息
取

之
於
虜
。
而
復
以
予
虜
中
。
国
初
無
事
髪
損
也
心

と
あ
る
よ
う
に
、
北
宋
は
権
場
貿
易
の
出
超
決
済
に
よ
っ
て
遼
に
対
す
る
歳
贈
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
一
担

支
出
し
た
議
贈
を
貿
易
に
よ
っ
て
取
戻
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
蔵
贈
（
特
に
銀
）
は
、
北
宋
と
遼
と
の
和
平
維
持
の
手
段
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
両
国
に
お
け
る
交
易
維
持
の
手
段
と
も
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
遼
が
北
宋
か
ら
の
歳
幣
を
絹
と
銀
と
に
分
離
し
て
受
取
っ
た
の

は
、
歳
幣
銀
を
以
て
絹
以
外
の
物
産
を
北
宋
か
ら
購
入
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
慶
暦
二
年
（
一

O
四
ニ
）
に
歳
幣
の
増
額
を
要
求
し
た
の

は
、
増
大
す
る
入
超
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
絹
は
消
耗
に
よ
る
新
陳
代
謝
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
金
銀
は
長
年
の
蓄
積
が
可
能
で
為
る
。
例
え
ば
大
金
国
志
巻
三
二
・
「
金
国
検

北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
二
九



北
米
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一三
O

視
大
宋
庫
蔵
」
の
条
に
よ
る
と
、
北
宋
を
准
南
へ
逐
っ
た
金
国
が
開
封
府
（
河
南
省
開
封
市
）
の
庫
蔵
を
占
領
検
閲
し
た
と
き
、
そ
の
貯
積

は
、
絹
五
千
四
百
万
匹
・
大
物
段
子
－
千
五
百
万
匹
・
金
三
百
万
錠
・
銀
八
百
万
錠
等
で
あ
っ
た
。
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
考
古
学
の
発

掘
成
果
に
よ
る
と
、
宋
代
の
銀
錠
に
は
、
一
錠
五
十
両
・
二
十
五
両
・
十
二
両
半
の
三
種
が
あ
り
、
一
錠
二
十
三
両
の
塩
務
銀
も
出
土
し
て

い
る
。
ま
た
内
蒙
古
巴
林
左
旗
出
土
の
二
節
進
奉
銀
は
す
べ
て
五
十
両
銀
錠
で
あ
る
。
金
国
が
検
閲
し
た
開
封
府
の
府
庫
に
は
、
三
種
の
銀
錠

が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
が
、
二
節
進
奉
銀
の
よ
う
に
中
央
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
を
五
十
両
銀
錠
と
し
て
換
算
す
る
と
四
億
両
程
度
の

銀
が
退
蔵
銀
と
し
て
在
庫
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
北
宋
に
お
け
る
銀
収
蓄
の
供
給
源
と
し
て
は
、
例
産
銀
歳
課
額
、
何
諸
路
二
節
進
奉
銀
「
倒
賦
税
・
専
売
収
入
等
の
銀
「
同
北
宋
が

A
M】
《

四

》

《

却

｝

統
一
期
に
取
得
し
た
列
国
の
収
蓄
銀
、
同
外
国
と
の
貿
易
に
よ
り
取
得
し
た
銀
、
倒
官
に
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
在
野
の
銀
等
が
あ
っ
た
。
開
封

府
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
四
億
両
の
銀
は
、
開
l
阿
よ
り
北
宋
約
百
五
十
年
間
で
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
産
銀
歳
課
額
は
三
・
四
十
万
両

で
あ
る
か
ら
、
北
宋
一
代
で
五
・
六
千
万
両
の
銀
が
収
蓄
で
き
、
蓄
積
銀
四
億
両
に
対
し
て
一
割
五
分
程
度
の
銀
供
給
と
な
る
。
こ
の
産
銀
歳

課
額
は
、
遼
・
西
夏
に
対
す
る
歳
贈
と
し
て
流
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
北
宋
一
代
で
蓄
積
さ
れ
た
退
蔵
銀
四
億
両
に
対
す
る
供
給
率
は
低
い

け
れ
ど
も
、
前
引
の
景
文
集
巻
四
四
・
禦
戎
論
篇
七
の
一
節
に

自
慶
暦
後
。
敵
禁
止
銀
不
得
復
入
辺
州
。
且
十
年
。
此
欲
困
中
国
。
非
一
日
計
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
蔵
贈
銀
の
回
収
は
北
宋
の
銀
の
需
給
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
実
に
北
宋
は
貿
易
の
決
済
手

段
と
し
て
、
遼
へ
与
え
た
歳
贈
銀
を
回
収
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
通
好
和
平
に
よ
っ
て
、
遼
へ
歳
贈
銀
を
遺
り
、
北
宋
よ
り
銅
銭
が
流
出
し
続
け
る
以
上
、
北
宋
は
貿
易
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

を
回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
遼
と
の
貿
易
が
途
絶
し
た
場
合
、
北
宋
に
は
社
会
的
・
経
済
的
に
国
民
生
活
の
混
乱
を
招
来
す
る

要
因
は
な
か
っ
た
が
、
修
好
の
結
果
と
し
て
の
銀
・
銭
の
流
通
の
面
に
お
い
て
、
北
宋
は
遼
と
の
貿
易
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。



註

ハ1
〉
田
村
罪
造
氏
「
檀
淵
の
盟
約
と
其
の
史
的
意
義
」
ハ
史
林
第
二

O
巻
第
一
・
二
・
四
号
）
及
び
「
遼
・
宋
の
交
通
と
遼
圏
内
に
於
け
る
経
済
的
発
達
」

ハ
満
蒙
史
論
第
二
）
、
日
野
開
三
郎
氏
「
銀
絹
の
需
給
上
よ
り
み
た
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
」
（
東
洋
学
報
第
三
十
五
巻
第
一
・
二
号
）
、
中
嶋
敏
氏

「
遠
の
貨
幣
」
ハ
平
凡
社
東
洋
歴
史
大
辞
典
第
八
巻
迭
の
項
目
）
、
当
吉
宮
崎
叩
ご
呂
田
件
。
ミ
ロ
向
。
窓
口
申

g
ω
2
5ア
ロ
曲
0
・
窓
口

$
2
2
2同同
gn司

自色

g
g
a
e
F
O
E
Z向
・
等
参
照
。

（2
）
遼
に
お
け
る
鋳
銭
量
の
不
振
は
、
鋳
造
技
術
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
原
料
の
銅
と
錫
と
の
供
給
不
足
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
の
中
華
人

民
共
和
国
に
お
け
る
考
古
学
上
の
発
掘
に
よ
る
と
、
遼
に
お
い
て
鋳
造
さ
れ
た
銅
銭
の
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
文
物
」
ハ
一
九
七
三
年
第
八

期
）
に
よ
る
と
、
「
吉
林
哲
里
木
盟
庫
倫
旗
一
号
迷
墓
発
掘
筒
報
」
（
吉
林
省
博
物
館
・
哲
里
木
盟
文
化
局
）
に
、
唐
の
開
元
通
宝
十
一
枚
、
宋
の
祥
符
元

宝
・
至
道
元
宝
各
一
枚
と
と
も
に
、
遠
の
道
宗
「
大
康
六
年
」
（
一

O
八
O
）
紀
年
の
銅
銭
一
枚
が
出
土
し
て
お
り
、
同
書
の
「
政
吉
林
大
安
出
土
契
丹

文
銅
鏡
」
（
陳
述
〉
に
は
、
契
丹
文
八
角
銅
鏡
と
と
も
に
契
丹
文
銅
銭
一
枚
の
出
土
が
報
告
容
れ
て
い
る
。

（3
）
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
著
「
新
中
国
的
考
古
収
獲
」
参
照
。
文
革
以
前
の
「
文
物
」
・
「
考
古
」
等
の
遼
代
墓
の
発
掘
報
告
の
出
土
物
中
の
宋
銭
は

乙
の
著
書
に
集
大
成
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
蘇
轍
の
輔
衆
誠
集
巻
四
一
・
北
使
途
論
北
辺
事
剖
子
五
首
・
「
論
北
朝
所
見
於
朝
廷
不
便
事
」
の
条
に

臣
等
績
見
。
北
界
別
無
銭
幣
。
公
私
交
易
並
使
本
朝
銅
銭
。
沿
辺
禁
銭
。
条
法
雄
極
深
重
。
而
利
之
所
在
。
勢
無
由
止
。
本
朝
毎
歳
鋳
銭
以
百
寓
計
。

而
所
在
常
患
銭
少
。
蓬
散
入
四
夷
。
勢
当
爾
也
。

と
あ
る
。

（5
）
日
野
開
三
郎
氏
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
銅
鉄
銭
行
使
地
創
定
策
に
つ
い
て
」
（
東
洋
学
報
第
二
四
巻
第
一
・
二
号
）
参
照
。

（6
）
ウ
イ
グ
ル
人
は
、
銀
価
が
高
騰
し
て
い
た
東
イ
ス
ラ
ム
世
界
へ
遼
の
銀
を
運
ん
で
い
た
。
愛
宕
松
男
氏
「
遼
王
朝
の
成
立
と
そ
の
国
家
構
造
」
（
岩
波
講

座
世
界
歴
史
第
九
巻
）
参
照
。

（7
）
註
（
3
）
の
「
新
中
国
的
考
古
収
獲
」
に
よ
る
と
、
乙
の
契
丹
文
字
は
契
丹
小
字
で
あ
り
、
慶
陵
衰
冊
上
の
も
の
は
契
丹
大
字
と
論
じ
て
い
る
。
な

お
、
註
（
2
〉
に
あ
げ
た
銅
銭
に
も
契
丹
文
字
を
刻
む
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。

ハ8
〉
註
ハ
3
）
の
「
新
中
国
的
考
古
収
獲
」
に
よ
る
と
、
乙
れ
ら
の
工
業
製
品
は
、
遼
が
掠
悲
し
て
き
た
漢
人
・
鋤
海
人
等
の
工
匠
の
技
術
に
よ
る
官
営
工

業
生
産
品
で
あ
り
、
宮
人
や
貴
族
等
の
支
配
者
層
に
使
用
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

北
宋
・
遁
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
ハ
畑
地
）

一一日一一



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一一ー一一一

ハ9
）
金
銀
の
禁
に
つ
い
て
は
、
日
野
閲
三
郎
氏
「
銀
絹
の
需
給
上
よ
り
み
た
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
」
（
東
洋
学
報
第
三
十
五
巻
第
一
・
二
号
）
に
詳
論

し
て
い
る
が
、
乙
れ
に
遼
史
巻
一
八
・
興
宗
・
重
照
二
年
三

O
三
三
）
十
二
月
己
酉
の
条
の
「
禁
夏
国
侠
沿
路
私
市
金
鉄
」
と
あ
る
金
鉄
私
市
の
禁
を

加
え
る
。

（
叩
）
遼
の
鹿
銀
地
と
し
て
は
、
鋤
海
時
代
以
来
の
銀
州
（
遼
寧
省
鉄
嶺
）
、
沢
州
（
河
北
省
承
徳
市
）
の
陥
河
銀
冶
、
室
章
の
住
地
内
の
若
干
の
銀
冶
等
が
あ

る
。
ま
た
聖
宗
の
太
平
年
間
三

O
二一

J
一
O
三
O
）
に
銀
を
大
い
に
採
掘
し
た
が
、
わ
ず
か
に
西
南
路
招
討
司
に
よ
っ
て
陰
山
（
内
蒙
古
自
治
区
烏

蘭
察
布
盟
）
の
金
銀
産
出
が
報
ぜ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
お
旧
唐
書
巻
四
八
・
食
貨
志
上
・
銭
幣
・
元
和
三
年
六
月
の
条
に
、
「
又
有
銀
之
山
。

必
有
銅
鉱
」
と
あ
り
、
銀
と
銅
と
は
共
に
産
出
す
る
乙
と
が
多
く
、
銅
の
産
地
に
銀
が
産
出
し
た
乙
と
も
考
え
ら
れ
る
。
遼
の
銀
の
需
給
に
つ
い
て
は
註

（9
〉
の
日
野
氏
論
文
参
照
。

（
日
）
歳
幣
銀
二
十
高
両
（
景
徳
元
年

t慶
暦
元
年
は
十
南
両
）
と
金
銀
器
約
二
百
件
数
千
両
の
賀
節
勝
報
と
数
高
両
の
使
臣
団
へ
の
賜
与
と
の
合
計
で
あ

る
。
な
お
註
（
9
〉
の
日
野
氏
論
文
参
照
。

（
ロ
）
註
（
9
）
の
日
野
氏
論
文
参
照
。

（
臼
）
「
湖
北
寅
石
市
西
霧
山
発
現
大
批
宋
代
銀
錠
」
（
文
物
参
考
資
料
一
九
五
五
年
第
九
期
文
物
工
作
報
導
）
、
加
藤
繁
氏
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
金
銀
の
研

究
」
第
四
章
唐
宋
時
代
に
お
け
る
金
銀
の
種
類
及
び
形
制
（
東
洋
文
庫
）
参
照
。
な
お
、
綴
耕
録
巻
三
O
、
銀
錠
字
号
の
条
に
よ
る
と
二
元
の
至
元
十
三

年
三
二
七
六
）
に
丞
相
伯
顔
が
捜
検
し
て
取
得
し
た
撤
花
銀
子
を
鋪
鋳
し
た
揚
州
元
宝
な
る
銀
錠
は
重
さ
五
十
両
で
あ
り
、
元
代
に
お
い
て
も
銀
錠
の

基
本
重
量
が
五
十
両
で
あ
っ
た
乙
と
を
知
り
う
る
。

（H
）
朱
捷
元
・
黒
光
両
氏
「
西
安
南
郊
出
土
一
批
銀
錠
」
（
文
物
一
九
六
六
年
第
一
期
）
参
照
。

（
日
〉
李
逸
友
氏
「
内
蒙
古
巴
林
左
旗
出
土
北
宋
銀
錠
」
（
考
古
一
九
六
五
年
第
十
二
期
〉
参
照
。
乙
の
北
宋
銀
錠
は
、
大
観
元
年
（
一
一

O
七
〉
と
政
和
四

年
（
一
一
一
四
）
と
が
あ
り
、
遠
の
上
京
の
地
巴
林
左
旗
か
ら
出
土
し
た
乙
と
を
考
え
る
と
、
北
宋
が
歳
幣
と
し
て
遼
へ
贈
与
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
中
国
で
発
見
さ
れ
た
唐
・
米
・
元
・
明
の
鍛
錠
が
、
岡
崎
敬
氏
「
福
岡
市
聖
福
寺
発
見
の
遺
物
に
つ
い
て
」
ハ
九
州
文
化
史
研
究
所

紀
要
第
十
三
号
）
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
註
（
日
）
の
進
奉
銀
は
徽
宗
の
大
観
・
政
和
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
文
献
通
考
巻
二
二
・
土
貢
考
一
の
条
に
、
神
宗
時
代
の
聖
節
進
奉
銀
八
蔦
九
千

五
百
五
十
両
、
南
郊
進
奉
銀
七
蔦
五
千
九
百
両
、
都
計
一
十
六
高
五
千
四
百
五
十
両
の
二
節
進
奉
銀
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
聖
節
は
天
子
の
誕
生
日
を
祝

ぃ
、
商
郊
は
冬
至
の
日
に
南
郊
図
丘
で
上
帝
を
肥
る
も
の
で
あ
る
。
北
米
の
各
皇
帝
は
二
節
の
式
典
を
各
々
挙
行
し
て
お
り
、
進
奉
銀
は
絶
え
な
か
っ

た
。
淳
照
三
山
志
巻
一
七
・
財
賦
類
・
歳
貢
・
よ
供
銀
の
条
に
、
大
礼
助
賞
銀
七
千
四
百
八
両
・
聖
節
進
奉
銀
三
千
両
・
大
礼
銀
毎
遇
郊
肥
年
別
進
奉
九



千
両
と
あ
り
、
成
淳
耽
陵
志
巻
二
四
・
財
賦
の
条
に
、
聖
節
進
奉
銀
伍
伯
両
・
絹
一
千
一
伯
伍
拾
疋
・
大
礼
年
分
添
発
銀
七
伯
両
・
絹
伍
伯
疋
と
あ
る
。

以
よ
の
宋
代
一
編
修
の
地
誌
に
よ
る
と
、
聖
一
節
・
大
礼
等
の
進
奉
銀
は
定
額
と
な
っ
て
い
た
乙
と
を
知
り
得
る
。

（
臼
）
註
（
臼
）
の
塩
務
銀
錠
は
塩
専
売
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
銀
錠
底
面
に
「
上
口
・
弐
拾
参
両
・
専
副
夏
政
」
の
三
行
刻
文
が
あ
り
、
両
側
に
「
府
子
組
賛
」

「
五
月
調
雅
」
、
両
端
に
「
程
口
口
口
」
「
塩
務
銀
」
の
刻
文
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。
ま
た
文
献
活
考
巻
目
・
閉
賦
考
四
の
条
に
、
照
明
十
年
（
一

O
七
七
）

の
二
税
見
催
額
の
内
択
を
掲
げ
た
中
に
、
夏
税
銀
三
寓
一
千
九
百
四
十
両
、
秋
税
銀
二
前
向
八
千
一
百
九
十
七
両
と
あ
る
。
ま
た
宋
会
要
・
食
貨
三
三
・
坑

冶
の
条
に
よ
る
と
、
「
凡
税
租
之
入
・
銀
総
三
高
八
千
三
百
二
十
六
両
」
、
「
凡
山
沢
之
入
・
銀
一
十
二
寓
九
千
四
百
六
十
両
」
、
「
凡
税
総
収
之
数
・
銀
二

百
九
十
高
九
千
八
十
六
両
」
、
「
凡
諸
路
上
供
之
数
・
銀
一
百
一
十
四
寓
六
千
七
百
八
十
四
首
」
、
「
凡
賦
入
之
数
・
銀
一
百
二
十
三
高
一
千
二
百
七
十
七

両
」
等
の
銀
収
入
の
統
計
が
あ
る
。
な
お
加
藤
繁
氏
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
」
第
三
章
宋
代
に
於
け
る
金
銀
の
貨
幣
的
用
途
を
参
照
。

（
時
）
北
宋
が
五
代
列
国
を
統
合
し
た
と
き
、
各
国
の
府
庫
か
ら
取
得
し
た
財
物
の
直
接
的
統
計
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
呉
越
国
の
場
合
、
進
貢
形
式

に
よ
っ
て
そ
の
収
蓄
銀
が
北
宋
へ
取
得
さ
れ
た
と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。
即
ち
呉
越
備
史
補
遺
に
よ
る
と
、
入
貢
銀
一
百
一
十
高
二
千
余
両
、
賜
与
銀

（
器
）
四
十
寓
八
千
八
百
余
両
と
あ
る
。
呉
越
は
銀
器
等
を
八
十
寓
事
ほ
ど
入
貢
し
て
お
り
、
差
引
す
れ
ば
一
百
蔦
両
に
近
い
銀
が
北
宋
に
取
得
さ
れ
た
と

と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
南
宋
の
人
陳
侍
良
の
撰
し
た
建
隆
編
・
乾
徳
六
年
の
条
に
よ
る
と
、
「
止
斎
陳
氏
目
。
国
初
V
T
俗
偽
。
尽
得
諸
国
所
蔵
之
賦
。
入

内
蔵
。
」
と
あ
り
、
北
宋
が
列
国
を
統
合
し
た
と
き
、
取
得
し
た
所
蔵
の
賦
に
は
金
銀
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
征
服
国
が
被
征
服
国
の
財
物
を
収

納
し
た
例
は
、
五
代
後
唐
に
み
ら
れ
る
。
同
光
三
年
（
九
二
五
）
十
一
月
、
財
政
難
に
苦
し
ん
だ
後
唐
の
荘
宗
は
、
前
萄
の
財
物
を
成
都
か
ら
開
封
府
へ

送
付
さ
せ
た
が
、
そ
の
中
に
金
銀
二
十
二
高
両
が
含
ま
れ
て
い
た
。

（
臼
）
加
藤
繁
氏
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
」
第
八
章
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
産
出
及
び
輸
出
入
参
照
。

（
却
）
宋
郡
の
景
文
集
巻
四
四
・
禦
戎
論
篇
七
の
条
に
よ
る
と
、
権
場
貿
易
で
歳
幣
銀
が
北
宋
へ
還
流
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
「
宮
得
什
六
」
と
あ
り
、
四

割
程
度
は
民
間
へ
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
大
金
国
士
山
巻
コ
二
・
斉
国
劉
予
録
に
よ
る
と
、
斉
国
を
廃
し
た
と
き
、
沖
京
の
府
庫
に
金

一
百
二
十
寓
両
、
銀
六
千
蔦
両
が
貯
積
さ
れ
て
い
た
。
北
宋
一
代
の
蓄
積
金
銀
は
、
金
国
が
開
封
府
を
占
領
し
た
と
き
収
納
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
斉
国

の
こ
の
蓄
積
金
銀
は
、
新
た
に
徴
発
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
乙
の
徴
集
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
在
野
の
金
銀
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ

な
い
。北

宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一一一一一一一



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
婚
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
三
四

目
、
棺
場
貿
易
の
問
題
点

権
場
貿
易
に
は
、
密
貿
易
と
間
諜
と
が
密
接
不
可
分
の
も
の
と
し
で
あ
っ
た
。
北
宋
は
沿
辺
安
撫
使
・
巡
検
使
等
を
特
に
派
遣
し
、
刑
罰
を

厳
重
に
し
て
密
貿
易
と
間
諜
と
の
防
逼
に
つ
と
め
た
が
、
屡
々
禁
令
が
発
布
さ
れ
て
お
り
、
好
商
や
辺
民
の
冒
法
を
禁
絶
す
る
こ
と
は
至
難
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
密
貿
易
と
間
諜
と
の
防
過
が
至
難
で
あ
っ
た
要
因
を
考
察
す
る
。
ま
ず
最
初
に
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
権
場
一
帯
の
特
殊

事
情
に
つ
い
て
で
あ
る
。
権
場
一
帯
は
、
南
北
商
人
・
牙
人
の
出
入
が
絶
え
ず
、
燕
雲
十
六
州
は
嘗
っ
て
中
国
の
領
土
で
あ
っ
た
た
め
、
謹
・

宋
の
辺
民
は
親
故
・
相
通
じ
て
い
た
者
が
多
か
っ
た
。
特
に
雄
州
一
帯
は
、
北
宋
と
遼
と
の
緩
衝
地
帯
の
役
割
を
担
っ
た
両
輸
地
が
あ
り
、
そ

の
住
民
の
両
属
戸
に
禁
令
を
厳
守
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
沿
辺
巡
守
の
州
軍
兵
士
の
中
に
お
い
で
す
ら
遼
人
と
親
故
深
い

者
が
お
り
、
互
市
を
名
目
と
し
て
権
場
貿
易
を
み
だ
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
沿
辺
の
特
殊
事
情
と
と
も
に
、
そ
の
巡
察
体
制
に
も
問
題
点
が
あ
っ
た
。
即
ち
宋
会
要
・
食
貨
三
八
・
互
市
・
照
寧
九
年
二

月
十
六
日
の
条
に

円

A
〉

門

B
V

河
北
西
路
転
運
司
言
。
北
界
甚
有
人
戸
衷
私
興
販
。
欲
乞
白
今
後
。
応
与
化
外
人
私
相
交
易
。
若
取
与
者
弁
引
領
人
。
皆
配
都
州
本
城
。

（

C
）

ハ

D
〉

ハ

E
）

（

F
〉

情
重
者
配
千
里
。
知
情
般
載
人
。
都
州
編
管
。
許
人
告
捕
。
毎
名
賞
銭
五
十
千
。
係
巡
察
官
員
公
人
何
与
折
未
獲
彊
盗
一
名
。
卸
犯
人
随

（

G
V
 

尽
給
（
因
使
交
日
明
。
準
此
給
賞
）
。
有
透
漏
官
司
及
巡
察
人
杖
一
吉
。
再
透
漏
者
。

行
井
交
易
取
与
物
過
五
十
千
者
。

従
之
。

と
あ
り
、
密
貿
易
の
実
態
と
取
締
り
の
問
題
点
と
が
要
約
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
諸
点
に
箇
条
書
で
き
る
。

（A
）
北
辺
の
民
が
さ
か
ん
に
密
貿
易
を
行
な
っ
て
い
る
。

（B
）
今
後
、
化
外
の
人
と
密
貿
易
し
た
者
及
び
そ
の
仲
介
入
と
は
、
皆
都
州
の
軍
兵
に
配
属
す
る
。

（C
）
密
貿
易
で
罪
情
重
き
者
は
千
里
に
配
し
、
事
情
を
承
知
の
上
で
運
搬
し
た
者
は
那
州
に
編
管
す
る
。

巡
察
官
員
奏
裁
。



（D
）
違
犯
者
を
密
告
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
密
告
一
名
に
つ
き
賞
銭
五
十
千
（
五
十
纏
）
を
与
え
る
。

（E
）
巡
察
官
員
・
公
人
に
係
属
す
る
も
の
は
、
相
互
に
馴
合
っ
て
い
る
た
め
、
い
ま
だ
彊
盗
は
一
名
も
捕
獲
で
き
な
い
で
い
る
。

（F
）
密
貿
易
者
が
交
易
し
て
随
行
す
る
物
品
の
五
十
績
を
超
過
し
て
い
る
分
は
、
巡
察
者
の
賞
銭
に
当
て
る
。

（G
）
巡
察
官
司
や
巡
察
人
が
取
締
り
を
怠
っ
た
場
合
、
杖
一
百
の
刑
に
処
し
、
再
び
透
漏
し
た
場
合
、

ぐ
こ
と
。

巡
察
官
員
は
奏
上
し
て
裁
可
を
仰

以
上
の
こ
と
に
よ
る
と
、
密
貿
易
に
は
、
禁
制
品
を
直
接
交
易
す
る
者
と
仲
介
者
に
託
し
て
私
販
す
る
者
と
が
い
た
。

易
者
と
が
内
通
し
て
い
る
た
め
、
大
物
違
犯
者
は
検
挙
で
き
ず
、
巡
察
体
制
は
そ
の
機
能
を
十
分
発
揮
し
て
い
な
か
っ
た
。

易
の
取
締
り
を
強
化
す
る
た
め
、
民
間
の
密
告
を
奨
励
し
、
巡
察
者
が
大
物
密
貿
易
者
を
検
挙
す
る
ほ
ど
賞
銭
が
大
き
く
な
る
規
定
を
つ
く

り
、
巡
察
者
の
手
落
ち
を
厳
し
く
処
罰
し
た
。
即
ち
官
民
両
面
か
ら
巡
察
体
制
の
強
化
を
計
っ
た
。
特
に
巡
察
者
と
密
売
者
と
が
馴
合
関
係
に

あ
っ
て
、
大
物
密
貿
易
業
者
の
取
締
り
が
徹
底
し
な
か
っ
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
大
き
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。

し
か
も
巡
察
者
と
密
貿

こ
の
よ
う
な
密
貿

と
こ
ろ
で
辺
民
・
商
人
・
牙
人
・
軍
兵
・
僧
侶
・
使
臣
等
に
よ
る
密
貿
易
や
間
諜
と
は
別
に
、
第
三
国
人
の
動
向
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
北
宋
と
遼
と
へ
頻
繁
に
朝
貢
し
、
貿
易
面
で
活
躍
し
て
い
た
も
の
に
ト
ル
コ
系
民
族
の
ワ
イ
グ
ル
人
が
い
た
。

こ
こ
で
は
す
イ

グ
ル
人
が
北
宋
と
遼
と
の
貿
易
に
活
躍
し
た
点
を
と
お
し
て
、
権
場
貿
易
の
統
制
と
国
家
機
密
の
保
持
と
を
困
難
な
も
の
と
し
た
こ
と
を
考
察

す
る
。五

代
に
お
け
る
ワ
イ
グ
ル
人
は
、
臨
・
馬
・
宝
玉
・
薬
物
等
を
以
て
中
国
へ
朝
貢
し
て
い
た
が
、
そ
の
入
貢
路
は
霊
州
方
面
を
経
由
し
て
い

た
た
め
、
党
項
や
吐
蕃
等
の
剰
掠
を
受
け
て
い
た
回
。
五
代
末
、
河
東
の
グ
シ
グ

l
ト
土
着
大
姓
の
府
州
折
氏
に
ワ
イ
グ
ル
を
招
誘
せ
し
め
た
こ

と
は
、
中
国
が
ク
イ
グ
ル
と
の
直
接
交
易
を
計
る
と
と
も
に
、
夏
州
李
氏
政
権
の
経
済
力
を
圧
迫
せ
ん
と
す
る
意
図
に
発
し
て
い
た
。
北
宋
時

代
の
ク
イ
グ
ル
商
人
（
安
姓
の
ツ
グ
ト
人
が
多
い
）
は
、
西
夏
の
搾
取
に
苦
し
み
な
が
ら
、
北
宋
と
遼
と
に
さ
か
ん
に
入
貢
・
商
販
し
て
い
た
。

遼
は
ワ
イ
グ
ル
と
創
業
以
来
密
接
な
交
通
が
あ
っ
た
。
遼
が
ワ
イ
グ
ル
に
よ
っ
て
禁
制
品
を
持
去
ら
れ
る
こ
と
に
苦
慮
し
た
こ
と
と
同
様
に
、

北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
三
五



北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

《

M
M

北
宋
も
ク
イ
グ
ル
人
の
密
貿
易
に
苦
躍
し
て
い
た
。
ま
た
呂
陶
（
一

O
二
九
l
一一

O
五）

の
条
に
よ
る
と

内

A
M

円

B
V

臣
奉
使
過
燕
京
。
見
数
回
紘
立
於
道
傍
。
指
部
惟
立
而
言
。
却
是
都
使
来
。
蓋
惟
立
嘗
押
伴
払
稼
諸
蛮
。
所
以
有
識
認
者
。

《

D
V

見
数
回
紘
。
臣
間
帯
爽
。
回
紘
来
此
。
是
進
奉
或
是
買
売
。
爽
云
。

一一ニ占ハ

の
浄
徳
集
巻
五
・
「
又
奉
使
契
丹
田
上
殿
笥
子
」

ハ
C
V

又
過
中
京
。

回
紘
有
数
州
属
本
朝
。
常
来
進
奉
。
亦
非
時
常
来
買
売
。
臣
籍
思

内

E
V

内

F
V

之
。
回
紘
既
有
数
州
隷
属
北
界
。
常
至
彼
処
。
貢
奉
不
映
。
則
往
来
之
謹
不
疎
。
一
日
見
中
国
使
人
。
便
能
識
認
。
若
為
北
人
所
遣
。
令

《

G
V

至
本
朝
。
以
進
奉
為
名
。
探
問
事
意
。
或
与
北
人
混
雑
而
至
。
同
為
姦
偽
。
或
有
小
人
因
縁
為
姦
。
別
致
漏
露
。
安
可
不
防
縁
。
開
拓
至

本
朝
。
睡
差
押
伴
臣
僚
。
其
関
防
出
入
及
買
売
諸
物
。
切
慮
。
法
禁
未
至
周
備
。
臣
愚
伏
望
。
特
降
指
揮
。
別
立
条
約
。
密
加
検
察
。

と
あ
る
。
頗
る
長
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
箇
条
書
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

（A
）
呂
陶
が
遼
へ
奉
使
し
た
と
き
、
燕
京
（
北
京
）
の
路
傍
に
立
っ
て
い
る
数
人
の
ク
イ
グ
ル
人
が
、
部
惟
立
を
指
名
し
て
「
却
使
が
来

て
い
る
」
と
言
っ
た
。

（B
）
そ
の
ワ
イ
グ
ル
人
は
、
部
惟
立
が
嘗
て
払
蒜
諾
蛮
の
使
節
を
接
待
し
た
と
き
見
知
っ
た
者
で
あ
る
。

（C
）
中
京
で
も
数
人
の
ワ
イ
グ
ル
人
を
見
か
け
た
。

（D
）
接
待
の
粛
爽
に
す
イ
グ
ル
人
は
進
奉
に
来
た
の
か
、
交
易
に
来
た
か
を
尋
ね
た
が
、
青
夷
の
答
え
に
よ
る
と
、
ク
イ
グ
ル
の
数
州
は

既
に
遼
へ
隷
属
し
、
頻
繁
に
遼
へ
往
来
し
て
貢
献
と
交
易
と
を
行
な
っ
て
い
る
。

（E
〉
彼
ら
ク
イ
グ
ル
人
は
、
中
国
の
使
者
を
見
れ
ば
誰
で
あ
る
か
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈

F
）
北
人
（
遼
）
は
、
ク
イ
グ
ル
人
を
進
奉
の
名
目
で
遣
わ
し
、
中
国
の
内
情
を
探
報
で
き
る
。

（G
）
ク
イ
グ
ル
人
が
、
北
人
や
小
人
と
共
に
因
縁
を
も
っ
て
姦
偽
を
行
う
こ
と
は
防
ぎ
ょ
う
が
な
い
。

（H
）
接
待
の
臣
僚
を
派
遣
し
て
ク
イ
グ
ル
人
を
監
視
し
て
は
い
る
が
、
ク
イ
グ
ル
人
の
出
入
や
諸
物
の
貿
売
を
監
督
す
る
に
は
法
禁
が
周

到
で
な
い
。



（

I
）
従
っ
て
特
に
指
揮
し
て
条
約
を
定
め
、
検
察
を
緊
密
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
遼
へ
頻
繁
に
朝
貢
と
互
市
と
を
行
な
っ
て
い
た
ワ
イ
グ
ル
人
は
、
遼
を
は
じ
め
諸
国
の
朝
貢
使
節
団
に
ま

じ
っ
て
入
宋
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ワ
イ
グ
ル
人
の
国
際
交
易
上
に
お
け
る
活
躍
は
、
呂
陶
の
指
摘
の
よ
う
に
、
彼
ら
に
対
す
る
監
督
・
取

締
り
が
徹
底
で
き
ず
、
密
貿
易
防
止
や
機
密
保
持
が
困
難
で
あ
っ
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
密
貿
易
や
間
諜
等
の
防
渇
が
至
難
で
あ
っ
た
要
因
に
は
、
第
一
に
権
場
一
帯
の
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
。
次
に
大
物
違
犯
者

の
取
締
り
が
徹
底
し
な
か
っ
た
巡
察
体
制
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ワ
イ
グ
ル
人
に
代
表
さ
れ
る
第
三
国
人
の
活
躍
が
あ
っ
た
。

し
か
し
諜
報
網
の
発
達
は
、
相
手
の
情
勢
が
熟
知
で
き
、
軽
挙
妄
動
を
相
互
に
抑
制
す
る
一
面
が
あ
っ
た
。
特
に
北
宋
と
の
貿
易
を
必
須
と

し
た
遼
は
、
利
益
の
た
め
の
示
威
運
動
は
起
し
た
が
、
北
宋
と
の
国
交
断
絶
に
至
る
ま
で
の
動
き
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
北
宋
は
、
権
場
貿

易
と
歳
贈
と
に
よ
っ
て
遼
と
の
和
平
を
確
立
し
、
不
安
定
な
西
夏
と
の
関
係
に
対
処
す
る
国
防
力
の
分
散
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き

た。

註

（1
）
間
諜
の
専
門
家
を
探
事
と
い
い
、
彼
ら
は
民
聞
に
ま
ぎ
れ
乙
ん
で
活
動
し
た
。
例
え
ば
長
編
巻
一
七
六
・
歪
和
元
年
八
月
乙
己
の
条
に

補
日
却
州
民
李
秀
為
三
斑
差
使
殿
侍
。
始
秀
為
雄
州
探
事
。
有
辺
民
遁
入
契
丹
以
告
秀
。
秀
畏
罪
乃
求
帰
。
特
補
之
。

と
あ
り
、
同
書
巻
一
七
九
・
至
和
二
年
三
月
乙
亥
の
条
に

詔
。
雄
州
探
事
人
補
三
班
差
使
殿
侍
者
。
並
以
為
本
州
指
使
。

と
あ
る
こ
と
は
、
雄
州
探
事
の
具
体
例
と
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
間
諜
と
し
て
摺
意
す
べ
き
も
の
に
僧
侶
が
い
た
。
長
編
巻
一
七
七
・
至

和
一
見
年
九
月
丁
亥
の
条
に

詔
。
代
州
五
台
山
諸
寺
収
輩
行
者
。
非
有
人
保
任
。
環
得
係
籍
。
時
雄
州
言
。
契
丹
遺
蔚
応
武
朔
等
州
人
。
来
五
台
山
出
家
。
以
探
刺
辺
事
。
故
条
約

之。
と
あ
り
、
逃
は
・
尉
・
応
・
武
・
朔
等
燕
袋
地
方
の
州
民
を
有
髪
の
ま
ま
仏
教
を
学
習
す
る
童
行
と
し
て
五
台
山
で
出
家
さ
せ
て
諜
報
を
得
て
い
た
。
そ
乙

で
北
宋
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
侶
の
間
諜
行
為
を
絶
つ
た
め
僧
籍
に
入
れ
る
と
き
保
証
人
を
立
て
さ
せ
る
乙
と
と
し
た
。

北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
三
七



北
宋
・
遼
閣
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
三
八

（
2
）
田
村
実
造
氏
「
檀
淵
の
盟
約
と
其
の
史
的
意
義
」
（
史
林
第
二

O
巻
第
一
・
二
・
四
号
）
及
び
「
遼
・
宋
の
交
通
と
遼
園
内
に
於
け
る
経
済
的
発
達
」

（
満
蒙
史
論
叢
第
二
）
等
参
照
。

（3
〉
本
稿
第
一
節
貿
易
統
制
と
権
場
の
項
目
の
第
七
条
に
よ
る
と
、
牙
人
は
密
貿
易
の
仲
介
者
で
も
あ
っ
た
。

（
4
〉
徳
山
正
人
氏
「
遼
・
宋
国
境
地
帯
の
両
輪
戸
に
つ
い
て
」
（
史
潮
第
十
一
年
第
四
号
〉
、
佐
伯
富
氏
「
宋
代
雄
州
に
お
け
る
緩
衝
地
両
輪
地
に
つ
い
て
」

（
中
国
史
研
究
第
一
所
載
）
参
照
。

（5
）
第
一
節
、
貿
易
統
制
と
権
場
の
項
の
第
二
条
に
引
用
し
た
宋
会
要
・
食
貨
三
八
・
互
市
・
大
中
祥
符
八
年
八
月
の
条
参
照
。

（6
）
乙
の
史
料
は
、
田
村
氏
が
註
（
2
）
の
「
遼
・
宋
の
交
通
と
遼
国
内
に
於
け
る
経
済
的
発
達
」
に
お
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
罪
償
法
の
規
定

を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
詳
細
な
解
説
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
密
売
取
締
り
の
欠
点
の
核
心
を
つ
い
て
い
る
の
で
敢
て
と
り
あ
げ
る
。

（
7
）
ウ
イ
グ
ル
人
の
間
諜
行
為
は
、
唐
以
来
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
資
治
通
鑑
巻
二
三
八
・
唐
紀
五
四
・
元
和
五
年
三
月
己
未
の
条
に

臣
問
。
回
鶴
・
吐
蕃
皆
有
細
作
。
中
国
之
事
。
大
小
尽
知
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
白
居
易
が
河
北
用
兵
の
痛
惜
二
と
深
憂
二
と
の
害
を
論
じ
た
一
節
で
、
深
憂
の
第
二
に
乙
の
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
と
の
間
諜
を
あ
げ
た
も

の
で
あ
る
。

（8
）
日
野
開
三
郎
氏
「
五
代
の
馬
政
と
当
時
の
馬
貿
易
」
（
東
洋
学
報
第
二
十
九
巻
第
一
－
一
一
号
・
第
三
十
巻
第
二
・
四
号
）
、
岡
崎
精
郎
氏
「
タ
ン
グ
l
ト

古
代
史
研
究
」
第
三
篤
タ
ン
グ
l
ト
・
ウ
イ
グ
ル
関
係
の
研
究
（
東
洋
史
研
究
会
）
等
参
照
。

（
9
）
拙
稿
「
五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
」
（
史
淵
第
一
一

O
輯
）
参
照
。

（
叩
）
洪
惜
の
「
松
波
紀
間
」
・
回
鵠
の
条
に

多
為
商
頁
於
燕
。
掛
輪
以
案
舵
過
夏
地
。
夏
人
率
十
而
指
一
。
必
得
其
最
上
口
問
者
。
頁
人
苦
之
。
後
以
物
美
悪
雑
貯
毛
連
中
。
然
所
征
亦
不
賛
。

ル
エ
の
ヲ
匂
。

（
日
）
宋
会
要
・
蕃
夷
四
・
回
鶴
の
条
。
李
符
桐
氏
「
回
鵠
史
」
所
載
の
「
回
鵠
交
聴
表
」
等
参
照
。

（
臼
）
遼
史
巻
六
0
・
食
貨
士
山
下
・
鼓
鋳
の
条
に

是
時
（
清
寧
中
）
詔
。
禁
諸
路
不
得
貨
鋼
鉄
。
以
防
私
鋳
。
又
禁
鋼
鉄
売
入
団
鶴
。
法
益
厳
失
O

L
」
怠
り
ヲ
＠
。

（
臼
）
宋
会
要
・
蕃
夷
四
・
回
鶴
・
景
徳
一
元
年
秋
の
条
に

外
蕃
遠
来
貢
奉
。
不
知
中
国
条
法
。
若
深
加
刑
同
町
。
恐
失
懐
遠
之
道
。
遂
令
先
具
罪
状
以
問
。



と
あ
る
。

お

わ

り

檀
淵
の
盟
約
の
成
立
に
よ
っ
て
恒
久
的
な
も
の
と
な
っ
た
北
宋
と
遼
と
の
機
場
貿
易
は
、
朝
貢
貿
易
と
は
異
な
り
、
両
国
が
修
好
上
対
等
の

立
場
を
確
立
し
た
上
で
物
資
の
交
易
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
権
場
運
営
規
定
は
貿
易
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
必
須
な
と
り
き
め
で
あ
り
、
南
宋

の
そ
れ
の
萌
芽
的
規
定
で
あ
っ
た
。
北
宋
に
と
っ
て
遼
と
の
貿
易
は
、
戦
馬
等
の
供
給
源
と
し
て
の
比
重
が
小
さ
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
必
須

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
権
場
一
帯
の
特
殊
事
情
、
巡
察
体
制
の
欠
陥
、
ク
イ
グ
ル
人
の
活
躍
等
に
よ
る
密
貿
易
や
諜
報
活
動
等
の
国
防
上
・

経
済
上
憂
慮
す
べ
き
問
題
点
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
北
宋
が
権
場
貿
易
を
継
続
し
た
の
は
、
遼
と
の
和
平
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
国
防
力
の
分
散
を
最
小
限
に
と
ど
め
て
不
安
定
な
西
夏
に
対
処
し
、
歳
贈
銀
や
流
出
し
た
銅
銭
を
回
収
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
か

一
方
遼
に
と
っ
て
北
宋
と
の
貿
易
は
、
国
内
需
要
を
充
た
す
の
み
な
ら
ず
、
四
隣
の
諸
国
へ
の
仲
継
貿
易
品
に
な
る
中
国
物
産
を

ら
で
あ
る
。

入
手
す
る
た
め
、
ま
た
四
隣
の
諸
国
か
ら
の
輸
入
品
を
宋
へ
輸
出
す
る
た
め
絶
対
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
遼
は
毎
歳
輸
入
超
過

で
あ
っ
た
。
こ
の
入
超
決
済
は
銀
で
な
さ
れ
た
。
従
っ
て
貿
易
決
済
用
の
銀
を
取
得
し
て
、
北
宋
と
の
貿
易
を
維
持
す
る
に
は
、
北
宋
か
ら
の

歳
贈
銀
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
遼
へ
遣
っ
た
北
宋
の
歳
贈
銀
は
、
両
国
の
和
平
維
持
の
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
交

易
維
持
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
遼
は
、
北
宋
に
対
し
て
利
益
の
た
め
の
示
威
運
動
を
起
す
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
歳
贈
と
貿
易
と
を
断

っ
て
ま
で
北
宋
に
決
戦
を
挑
ん
だ
り
、
西
夏
と
の
盟
約
に
従
順
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
じ
こ
の
こ
と
は
遼
の
経
済
的
弱
点
と
し
て
北
宋

に
掌
揮
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
景
文
集
巻
四
四
・
「
禦
戎
論
第
六
篇
」
に

客
目
。
或
言
。
契
丹
歳
得
銀
幣
五
十
万

G

庫
積
充
満
。

愚
。
肯
舎
安
受
之
賄
。
与
朝
廷
決
不
可
必
之
勝
也
。

と
あ
る
。
遼
の
重
要
財
源
で
あ
る
北
宋
の
歳
幣
銀
を
す
て
て
ま
で
、

安
肯
自
為
送
死
。

彼
之
来
。

不
過
略
河
北
数
十
州
。

回
無
五
十
万
之
獲
。

敵
難

河
北
数
十
州
を
占
領
す
る
に
す
ぎ
な
い
決
戦
を
北
宋
に
対
し
て
挑
む
（
こ

北
宋
・
遼
聞
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
三
九



北
宋
・
遼
間
の
貿
易
と
歳
贈
と
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

一
四
O

の
場
合
、
貿
易
も
当
然
断
絶
す
る
）
愚
は
し
な
い
筈
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

貿
易
は
、
自
然
的
・
社
会
的
諸
条
件
の
相
異
な
る
国
家
聞
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
必
然
的
経
済
活
動
で
あ
る
。
こ
の
貿
易
の
利
を
獲
得
す

る
た
め
の
紛
争
が
起
る
場
合
も
あ
る
が
、
諸
国
聞
に
お
い
て
物
資
の
相
互
交
流
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
的
平
和
・
繁
栄
の

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
北
宋
・
遼
聞
の
権
場
貿
易
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ

一
端
は
貿
易
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

た。附
記

本
稿
作
成
に
当
り
、
中
国
に
お
け
る
考
市
学
の
成
果
の
市
一
．
要
性
に
つ
い
て
、
中
村
治
兵
衛
氏
及
び
岡
崎
敬
氏
よ
り
ど
指
摘
・
ど
指
導
を
戴
い
た
。
と
乙
に

記
し
て
一
尽
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。



On the Trade and the Annual Gifts between 
Bei-Song :ltSR and Liao ~ Empires. 

Masanori HAT ACRI 

This work is concerned with the que-chang Jli~ trade between Bei

Song and Liao Empires. This thesis is consists of four sections. The 

first subjects to be treated are nine rules on trade and the difference 

between the zhao-gong iM~ and the que-chang trade. The second 

chapter contains a reference to the relation between the que-chang 

trade and the transit trade that gain control of the dependence on trade. 

The third chapter deals with the circulation of silver and money on 

trade and the importance of the Annual Gifts that Bei-Song had given 

to Liao and had taken back as payment of trade. The fourth chapter 

concerns many problems on the que-chang trade, leading to the im

portance of the que-chang trade. 
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